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日建連の主張（概念図） 
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１）工事開始時の休日設定 

＜平成 29年度アンケート調査＞          ＜平成 28年度アンケート調査＞ 

    

 

    

 

 

 

２）設定した休日の取得状況           ３）週休二日試行工事での工事開始時の休日設定 

    ＜平成 29 年度アンケート調査＞           ＊直轄工事における週休二日モデル工事追加アンケート 

 

 

 

 

 

 

４）週休二日実現に向けたインセンティブとして望ましい施策 ＊直轄工事における週休二日モデル工事追加アンケート 
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① 週休２日確保のための必要な費用の変更

② 週休２日確保のため必要な工期変更

③ 工事成績の加点

④ 次年度以降の工事での総合評価での加点

⑤ 表彰

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

（休日取得の実態） 

 依然として６割の現場が４週５休以下で休日設定している。４週６休以上で休日設定した現場で

も、その７割弱の現場が当初の予定通り休日を確保できていない。 

 一方、週休二日モデル工事の休日設定は、ほとんどが４週６休以上となっており、週休二日モデ

ル工事は休日拡大に効果があることが分かる。なお、「発注者指定型」の休日設定状況は「受注

者希望型」より徹底されている。 

※１）の設問で「４週６休以上の休日設定」の現場への質問 
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N=6 

N=16 

N=21 
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＜週休二日確保や技能労働者の収入確保のために効果が大きい施策（複数回答）＞ 

 

＜国土交通省「平成 30年 3月、週休２日の費用計上に関する通達」（抜粋）＞ 
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6.工事成績評定のプラス評価

7.次年度入札へのインセンティブ

8.選択制による試行工事発注

9.その他

2.間接工事費の補正

 
3.契約条件化による試行工事

 

5.設計労務単価の引き上げ 

 週休二日確保や技能労働者の収入確保のための効果が大きい施策について、「適切な工期設定

の運用」、「間接工事費の補正」、「契約条件化による試行工事」等を望んでいる。 

 国土交通省では、平成 29 年 3 月 28 日付「週休２日の推進に向けた適切な工期設定について

（以下「平成 29 年３月、適切な工期設定に関する通達」という。）」、および平成 30 年３

月 20 日付「工事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）（以下「平成

30 年３月、週休２日の費用計上に関する通達」という。）」が発出されている。各通達の趣旨

が現場に浸透するようフォローが必要。 

 特に、契約条件化による試行工事（発注者指定型）として発注に対する要望が強い。 

設計労務単価の引き上げ（H30.3 から適用） 

１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

（週休二日を確保するために効果が大きい施策） 

1.適切な工期設定の運用

 

4.適切な工期変更（延伸）の運用 

N=350 

国地契第 69 号 

国官技第 301号 

平成 30年 3 月 20日 
各地方整備局 総務部長 殿 
       企画部長 殿 
北海道開発局 事業振興部長 殿 

大臣官房 地方課長   
技術調査課長 

工事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行） 
 

建設業の働き方改革を推進する観点から、「週休２日の間接工事費の補正について（試行）」（平成 29年 3

月 28 日付け国官技第 349号）により、週休２日の確保に当たって必要となる費用の計上を行っているとこ

ろであるが、最新の施工実態等を踏まえ、平成 30年度に発注する工事について、下記のとおり行うことと

したので通知する。 

なお、同通達は、平成 30年 3月 31日をもって廃止する。 
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記 

１． 用語の定義 

（１）週休２日 

対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

（２）対象期間 

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製

作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象

外としている内容に該当する期間 

（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

（３）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作

業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

（４）4 週 8 休以上 

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8 日/28日）以上

の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉

所日数に含めるものとする。 

 

（略） 

 

３． 積算方法等 

（１）補正係数 

週休２日の確保に取り組む工事において、対象期間中の現場の閉所状況に応じて、以下のとお

り、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。 

 

【４週８休以上】 

・労務費 １．０５ 

・機械経費（賃料） １．０４ 

・共通仮設費率 １．０４ 

・現場管理費率 １．０５ 

 

【４週７休以上 ４週８休未満】 

・労務費 １．０３ 

・機械経費（賃料） １．０３ 

・共通仮設費率 １．０３ 

・現場管理費率 １．０４ 

 

【４週６休以上 ４週７休未満】 

・労務費 １．０１ 

・機械経費（賃料） １．０１ 

・共通仮設費率 １．０１ 

・現場管理費率 １．０２ 

 
（略） 

 
４．適用 

本通達は、平成 30 年 4月 1 日以降に入札手続を開始する工事から適用する。 

ただし、平成 30年 3月 31日までに入札手続を開始した工事については、なお従前の例による。 
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＜国土交通省「平成 30年 3月、週休２日の費用計上に関する通達」の運用について(抜粋)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
週休二日の取得に要する費用の計上の考え方 

１．目的 
 
（略） 
 
２．積算方法等 

現場の閉所状況に応じて、「工事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）」（平成

30 年 3 月 20 日付国地契第 69 号、国官技第 301 号）で通知した補正係数を、労務費、機械経費（賃

料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じるものとする。なお、労務費については、労務費分が明らか

となっていない市場単価等については、補正の対象としない。 
 
（１）現場の閉所状況 

現場の閉所状況は、次のとおりとする。 
①４週８休以上 

現場閉所率が 28.5%（8 日/28 日）以上の場合 
②４週７休以上４週８休未満 

現場閉所率が 25%（7 日/28 日）以上 28.5%未満の場合 
③４週６休以上４週７休未満 

現場閉所率が 21.4%（6 日/28 日）以上 25%未満の場合 
 
（２）補正方法 

①発注者指定方式 
入札説明書等において週休２ 日に取り組む旨を明記したうえで、当初予定価格から４週８休以上

の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じるものとする。 
なお、現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たないものは、契約書第 24 条の規定に基づき

請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。その際、４週６休以上であっても、２（１）

②及び③の補正は考慮しない。また、提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないな

ど、明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じ

て、工事成績評定実施要領の別記様式第１における考査項目「７．法令順守等」の「８．その他」

の項目において、点数を減ずる措置を行うものとする。 
②受注者希望方式 

現場閉所の達成状況を確認後、各経費を補正し、契約書第 24 条の規定に基づき請負代金額を変更

するものとする。なお、４週６休に満たないもの及び、工事着手前に週休２日に取り組むことにつ

いて協議が整わなかったもの（受注者が週休２日の取組を希望しないものを含む）については、変

更の対象としない。 
 

３．対象工事である旨等の明示 
週休２日に取り組む工事の対象とし、現場閉所の状況に応じて経費の補正を行う場合は、入札説明書等

に対象工事である旨等を明示するものとする。 
 

４．現場閉所の確認方法等 
書類の作成負担等にも考慮し、閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練

等の記録資料等、受注者から提出を求め、現場閉所の状況を確認するものとする。 
 

５．元請下請の取引の適正化について 
週休２日を促進する今般の取組に当たり、工期や契約金額等について下請業者へのしわ寄せが生じるこ

とがないよう、所管部署（建政部）に対して、対象工事の情報を提供するなど連携を密に行うものとす

る。 
 

６．その他 
上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合等については、これらによらないこと

ができる。 

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）通達の運用に当たっての基本的な考え方 

① 「巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業」（課長通達１．（３））の捉え方に不明瞭

な部分があり、具体的なケースの判断の明確化が必要 （例えば、トンネルのボーリング調査等）。 

② 「受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など」（課長通達１．（２））の 対象期間外

とする判断基準が不明確 であり、個々のモデル工事での協議等を踏まえた検証が必要。 

③ 受注者の責によらず工程に影響が発生する場合 には、先ずは「平成 29年３月、適切な工期設定に

関する通達」に基づき、「適切に工期の変更」を行う必要があり、モデル工事での検証が必要。 

④ 「受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など」（課長通達１．（２））について、各工

事により状況が異なることから、工事毎に実施される 工程の共同管理の中で受発注者が確認する

ような制度的な取組みが必要。 

⑤ 受注者希望型の場合、必要となる経費については精算方式となる。工事の進捗により協力業者への

支払いが発生することから、元請による立て替えが必要となる。このため年度末の既済部分検査な

どを利用した 出来高に応じた補正分の支払いの検討が必要。 

 

２）その他 

 ① 通達内容の徹底のため、入札説明書だけでなく、特記仕様書に明記。 

 ② 各工事担当者への指導徹底。 

 

１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

（Ｈ30.3.20通達の運用に向けて（日建連会員企業へのヒアリング調査結果）） 

 「平成 30 年 3 月、週休 2 日の費用計上に関する通達」により、必要な費用が（発注者指定型

では）工事当初より計上され、受注者として大いに評価されており、週休二日の拡大に向け期

待が高まっている。 

 一方、同通達の解釈に当たり、受注者の意見を集約したところ、以下のような懸念もあること

から、通達の趣旨を踏まえた運用が必要。 

 また、週休二日の拡大のためには、よりシビアな工程管理が求められることから、「平成 29

年 3 月、適切な工期設定に関する通達」による工程の共同管理がますます重要となる。 
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１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

（土木工事成績評定要領の見直し） 

 国土交通省では、平成 30 年４月、土木工事成績評定要領を改正し、現場閉所による週休二日

（４週８休以上）の取組みに対して、最大２．８点の加点評価を行うこととしており、現場で

の週休二日（４週８休）の取組みの後押しになると期待している。 

 一方、「平成 30 年３月、週休２日の費用計上に関する通達」では、週休二日（４週８休）を

契約条件化した「発注者指定型」のモデル工事において、受注者の責により週休二日が確保で

きない場合には、減点措置を講ずることとしている。 

最大 1.6 点の加点 ★ 

 

0.4 点の加点 ※４週８休以上限定 

 

0.8 点の加点 ※４週８休以上限定 

 

合わせて最大 

2.8点の加点 

※ただし、週休２日

(４週８休以上)の確保

に取組み、工程管理が

良好だった場合 

★割合評価のため、週休二日の対象２項目「休日の確保を行っている」、「その他」を含めた 10 項目

での評価となり、最大で 1.6 点の加点となる 
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【箱書き作成のルール】 

フォント： HG 丸ゴシック M-PRO   文字サイズ： １１            

 「←箇条書きの行頭文字を使用    

図形：            図形の枠線の太さ： 1ｐｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【箱書き以外の作成ルール】 

・タイトル等  フォント： MS ゴシック  文字サイズ： １１ 

 

 

 

 

 

 日建連では、平成 29 年 3 月「週休二日推進本部」を設置し、週休二日の実現を担い手確保の最

優先課題と位置づけ、検討を進めてきたところであり、同年 12 月「週休二日実現行動計画」を

策定し、建設現場に従事する全ての者が、確実に週二日の休日を確保するための方策を可能な限

り具体的に示した。 

 これを踏まえ、会員各社では自社の行動計画を策定し、本格的な取組みを開始したところである。

主に、国をはじめとする公共工事におけるモデル工事、あるいは現場環境に応じた自主的な取組

みにより、現場での実践を始めている。（事例集別冊） 

１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

①自助努力の拡大（週休二日実現行動計画） 

『週休二日実現行動計画』（要旨） 

Ⅰ 行動計画の基本フレーム 

（１）本行動計画が目指す週休二日は、土曜日及び日曜日の閉所とする。 

（２）本行動計画の対象事業所は、本社、支店等や全ての工事現場とする。 

（３）本行動計画の計画期間は、2017～2021 年度の５年間とし、 

2019年度末までに４週６閉所以上、 

2021年度末までに４週８閉所の実現を目指す。 

（４）本行動計画の実施状況について、毎年度フォローアップを行う。 

 

Ⅱ 行動計画の基本方針 

（１）週休二日を２０２１年度までに定着させる 

東京オリンピック・パラリンピック後に集中すると予想される高齢者の大量離職と、改正労基法施行

後５年で建設業に適用される罰則付き時間外労働の上限規制に適合する。 
（２）建設サービスは週休二日で提供する 

建設業自らが「週休二日をベースに建設サービスを提供する」という明確な意識改革をしたうえで、

一層の自助努力を行って社会の認識を改める。 
（３）週休二日は、土日閉所を原則とする 

週休二日は業界一丸となって一斉土曜閉所で出発しなければ実現は望めない。技能者の休日確保、社

会一般や入職希望者の理解促進のためにも土日を一斉閉所として目に見える形で推進する。 
（４）日給月給の技能者の総収入を減らさない 

日建連会員企業は、協力会社組織等を通じて社員化・月給制に取り組む専門工事業者に対して積極的

な支援、関与を行うとともに、雇用形態移行までの間は、日給月給制の技能者個々人の年収が維持で

きるように労務単価を引上げて年収減少分を補填する。 
（５）適正工期の設定を徹底する 

生産性の向上など最大限の自助努力を反映した適正な工期を提案するとともに、これらの趣旨等を発

注者に対して丁寧に説明し、発注者の理解を得る。 
（６）必要な経費は請負代金に反映させる 

週休二日に伴い必要となる費用を請負代金の積算に適切に反映させるとともに、発注者の理解を得ら

れるよう、受注交渉において丁寧に説明する。 
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（７）生産性をより一層向上させる 

週休二日の取組みによる工期延伸をできる限り抑制するため、会員企業は生産性向上に向けてより一

層の企業努力を行うとともに、日建連は「生産性向上推進要綱」（2016.４）に沿って、個々の企業では

解決が困難な取組みを積極的に推進する。 
（８）建設企業が覚悟を決めて一斉に取り組む 

週休二日普及の遅れは、他産業との人材獲得競争にますます後れを取ることとなり、ひいては産業の

将来に重大な影響を及ぼすことから、すべての日建連会員企業が覚悟を決めて一斉に取り組む。 
（９）企業ごとの行動計画を作り、フォローアップを行う 

会員企業は企業ごとに行動計画（アクションプログラム）を策定し、具体的な行動に取り組む。 
日建連は会員企業の取組み状況をフォローアップし、その結果を公表するとともに、必要に応じて具

体策の強化や追加施策の検討など最大限の努力により目標の達成を図る。 
 

Ⅲ 週休二日の実現に向けた行動 
（１）請負契約及び下請け契約における取組み 

① 請負契約における取組み 
・ 適正な工期の設定 
・ 必要となる費用の請負代金への反映 
・ 工事の進捗状況の共有 
・ 工期ダンピングの排除 
・ 請負契約書の特記事項 
② 下請契約における取組み 
・ 適正な工期の設定（後工程の施工期間に配慮） 
・ 適正な請負代金の設定（休日、夜間労働等の割増賃金を含む） 
・ 日給月給技能者の減収分の補填 
・ 再下請負契約に係る指導 
・ 下請契約書の特記事項 

（２）優良協力会社への支援 

① 社員化、月給制への移行支援 
② 下請発注の平準化 
③ 支払条件の改善 

（３）自助努力の徹底 
① 生産性の向上 
② 建設技能者の労務賃金の改善 
③ 重層下請構造の改善 
④ 下請取引の適正化 
⑤ 建設キャリアアップシステムの普及促進 

（４）業界の意識改革 ～ 統一土曜閉所運動など ～ 

（５）発注者、一般社会の理解促進 

（６）国土交通省の「週休二日モデル工事」への対応 

（７）「建築工事適正工期算定プログラム」の活用 

（８）関係省庁等の取組みへの参画 

以上 
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１）【協力会社（技能者の雇用主）】技能者の雇用と給与の実態に関するアンケート調査結果 

【協力会社】Ｑ１．週休二日の推進に際して、技能者の雇用側の立場から、（原資を確保した前提で） 

理想とする休日のあり方 

 

 

 

 

 

【協力会社】Ｑ２．技能者の雇用形態の実態 

 

36.2%

17.0%

14.3%

20.4%

10.6%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

24.3%

2.8%

56.8%

1.1%

12.7%

0.7%

0.3%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1.社員（月給制：概ね定額）

 技能者の雇用形態は、月給制が 3 割弱に対して、日給月給制は 7 割を超えており、社員化・月

給制を進めることと併せ、日給月給制の技能者の給与水準の確保が大きな課題となっている。 

N=406 

1.完全土日閉所

 
2.土日に拘らず、週休二日に見合う閉所 

3.閉所に拘らず、交代制(個人レベルの週休二日) 

4.半年や年間レベルでの休日日数を確保（閉所、

交替問わず） 

5.工事の特性に応じた取扱い 

6.その他 

N=409 

（10,826 人） 

2.社員（月給制：基本給＋出来高(出来高の要素大)） 

3.社員(日給月給制) 

5.協力会社にある他社の社員(一人親方(手間請)、出向等・

日給月給制） 

 雇用者の立場から、理想とする休日のあり方については、「完全土日閉所」の回答が 4 割弱と最

も多い。一方、現場の状況に応じて弾力的な休日の拡大を求める意見も多い。 

 国土交通省は、「平成 30 年 3 月、週休 2 日の費用計上に関する通達」において、対象期間中

に４週８休以上の現場閉所と定義している。 

一方、日建連「週休二日実現行動計画」の基本フレームでは、土日の閉所を目標とするものの、

段階的な目標を設定しており、週休二日モデル工事での実施を通して現実的な目標設定が必要。 

4.協力会社にある他社の社員（出向等・月給制） 

6.アルバイト等（日給月給制） 

１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

②技能者の労務賃金の確保 

8.その他 

7.一人親方（材料持ち・請負） 

〇月給制 28.2％ 

〇日給月給制 70.2％ 
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【協力会社】Ｑ３．週休二日の推進に際して、課題や問題点等についての自由意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.0%

30.5%

16.5%

13.4%

7.3%

6.1%

4.3%

3.0%

3.0%

2.4%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.給与水準の確保（日給月給制又は出来高制

に伴う給与減）

2.週休二日を可能とする工期設定

11.経営者・発注者による意識の不足

3.各現場の天候・諸条件の影響を受ける

4.技能者の確保

6.技術者全体数の不足、平日の時間外労働の増加

（内業が大変）

9.強制力が必要

 週休二日の推進に関する課題や問題点等について、自由意見を求めたところ、「給与水準の確保

（日給月給制又は出来高制に伴う給与減）」を課題や問題点と考えているとの回答が 6 割強と最

も多く、次いで「週休二日を可能とする工期設定」と続いている。 

 元請も含めて給与水準の確保への関心が高い傾向が見られる。 

7.工期延伸に伴う経費の増（重機・設備の稼働率の低下、

現場事務所の経費増、社会保険の会社負担増など） 

10.出稼ぎ労働者が望む休日のあり方 

5.公共・民間工事の足並み 

8.工事の繁閑の差が大きい 

N=164 

11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）週休二日の導入等に対する手当の記載に関するフォロー調査結果 

【元請会社】Ｑ１．現場では週休二日等休日拡大を実施したか 

 
【協力会社】Ｑ２．公共工事労務費調査の回答にあたって、様式-1-1 の「週休二日の導入等の休日拡大

に伴って支給する手当」欄に金額を記載したか（Ｑ１元請会社が「1」、「2」と回答した

現場の協力会社が対象） 

 
【協力会社】Ｑ３．金額を記載しなかった理由は何か（複数回答可） 

 

3.9%

18.4%

77.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.発注者指定型等(予め契約条件化された)の

週休２日モデル工事であったため実施した

2.受注者の自主的な取り組みにより実施した

3.実施していない

7.2%

3.0%

89.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1.全ての労働者分を記載した

2.一部の労働者分を記載した

3.記載しなかった

8.5%

2.8%

10.3%

26.3%

30.1%

5.6%

16.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1.手当を支払ったが、他の手当と

切り分けることができなかったため

2.有給休暇手当として支払ったため

3.給与の引き上げを行い、手当と

しては支払わなかったため

4.月給制であり、手当を支払う

必要がなかったため

5.手当を支払わなかったため

(給与の引き上げも行わなかった)

6.短期間の現場従事であり、手当

支払いの対象外であったため

7.その他

N=483 

N=304 

N=319 

何らかの形で支払った

（21.6％） 

支払わなかった 

（62.0％） 

 国土交通省では、毎年実施している公共工事労務費調査において、「週休 2 日等休日拡大に伴っ

て支給する手当」の記載欄を新たに設け、調査の次年度以降の設計労務単価に反映することとし

ている。 

日建連でフォロー調査を行った結果、休日手当欄に金額を記載したケースが少ないことが分かっ

た（【協力会社】Ｑ2）。 

 月給制の場合を除き、手当等の支払いは浸透していないため、その財源の確保が課題となってい

る。「平成 30 年 3 月、週休 2 日の費用計上に関する通達」により、課題解決に大きな効果が

期待される。 

同通達の主旨が現場にしっかり浸透するよう受発注者連携したフォローが重要と考えている。 
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１）契約済み工事における週休二日の取組み状況（日建連会員企業） 

 WTO工事                  WTO工事以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）週休二日の適用による増高費用を応札金額に反映しているかの有無 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３）費用の増嵩を応札金額に反映していない理由【複数回答】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ＜その他＞ 

 ・工事受注後に週休二日を希望したため。 

 規模の大きな工事は、「受注者希望型」の週休二日型工事に対して慎重な姿勢が見られる。これ

は、費用や工程等で受注者が負うリスクが大きいとの受け止めによるものと見られる。 

 工事の応札時に週休二日の適用で増嵩する費用を見込んでおらず、その結果、受注者が利益の圧

縮により対応している実情が見られる。 

 

 

１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備 

③発注者指定型工事の全面導入 

N=46 

N=6 

N=15 

N=6 

N=15 

N=27 
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４）発注者からの条件明示が週休二日実施の判断材料として十分なものであったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）受注者の責ではない理由で、週休二日の実施が困難になった場合の取扱い（契約図書への記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 週休二日型工事の応札や施工計画の立案等を行うにあたり、「明示された現場条件では判断材料

として不十分」との意見が５割。週休二日型以外の工事と大差がない。 

 週休二日型工事を拡大するに当たっては、工期がシビアになるため、想定外の事象に対するリス

ク回避が必要であり、今まで以上に精度の高い条件明示が求められる。 

 受注者の責ではない理由で、週休二日の実施が困難になった場合の取扱いについて、「発注者指

定型」は、特記仕様書への記載が進んでいるが、「受注者希望型」は進んでいない。 

 着実に契約変更に反映されるよう設計変更ガイドラインのルールを徹底する必要がある。 

N=6 

N=16 

N=33 

N=6 

N=14 
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６）望ましい週休二日型工事の発注方式         ７）「発注者指定型」が望ましいと考える理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜週休二日試行工事現場へのヒアリング結果＞ 

 ・実施出来ない場合のペナルティが考えられるが、受発注者が一体となって真剣に取り組む上でも、週休 

二日に強制力のある「発注者指定型」が望ましい。 

 ・「発注者指定型」の工事は、工程設定に対する責任が発注者にあるので、契約後の協議がしやすい。 

「受注者希望型」については、工程設定の責任が受注者にあるので、契約後の協議がしにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 週休二日の試行拡大のためには、受注者が抱えているリスクへの懸念を払拭する必要がある。 

 「発注者指定型」は、「平成 29 年 3 月、適切な工期設定に関する通達」の趣旨の徹底により、

受発注者の役割分担が契約上明示されるので、受発注者連携して取り組むことが明らかになるた

め、発注者指定型の週休二日工事の全面導入を要望する意見が多い。 

 受注者希望型については、同通達の趣旨が十分反映されていない場合が多くみられる。 

N=21 
N=13 
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<週休二日モデル工事に係る特記仕様書への記載状況> 

項 目 関東地整 〇〇地整 

①週休二日（現場閉所）の考え方 〇 △ 

②休日取得計画の提出 〇 〇 

③休日取得の確認方法 〇 △ 

④受注者の責によらず、週休二日が

実施出来ない場合の取扱い 
△ △ 

⑤間接工事費の補正 〇 △ 

⑥工事成績の加点 〇 × 

〇：当該項目に関する記載あり 

△：当該項目に関する記載はあるが、内容が不十分 

×：当該項目に関する記述なし 

※「平成 29年 3月、適切な工期設定に関する通達」の主要項目（準備・後片付け期間、雨休率等）につ

いては、各地整発注工事の特記仕様書に記載がなされている 

 

＜関東地整の記載例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 週休二日試行工事の特記仕様書への「平成 29 年 3 月、適切な工期設定に関する通達」の反映状

況を見ると、記載内容の濃淡が見られる。 

 今般、新たに「平成 30 年 3 月、週休 2 日の費用計上に関する通達」が発出され、「週休二日」、

「対象期間」、「現場閉所」等の定義と取扱いが示された。何れも週休二日の拡大のためには、基

本となる事項であり、工事毎に取扱いが異ならないよう、契約時点において週休二日に関する基

本事項を受発注者間で共有するため、特記仕様書に明示する必要がある。（Ｐ6 参照） 

第５２条 週休２日制モデル工事 

１．本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休２日を達成するよう工事を実施する

「週休２日制モデル工事」の試行である。 

なお、週休２日の導入を希望しない場合は、工事着手前に監督職員に通知するものとする。この場合、受注

者は通知の翌日より３～５項に規定する義務を負わない。 

 
２．週休２日の考え方は下記のとおりである。 

① 週休２日とは、工期内において、週休２日相当の現場閉所を行ったと認められること（年末年始６日間と

夏季休暇３日間を除く）である。 

② 工期内とは、工事着手日から完成通知日までの期間から工場製作及び工事全体の一時中止を除いた期間。 

③ 週休２日相当とは、一定期間内の日数の７分の２。 

④ 現場閉所日数とは、一定期間内において、１日を通していずれの作業も実施していない日の合計。 
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＜〇〇地整の記載例＞ 

 

 

３．受注者は、工事着手前に、週休２日の取得計画が確認できる「取得計画書」を作成し、監督職員の確認を得

たうえで、週休２日を確保するものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都

度「取得計画書」の提出を提出するものとする。 

現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に「現場閉所届（休工届）」を提出すること。 

工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。 

施工計画上やむを得ず、計画した現場閉所日の作業が生じる場合については、監督職員と協議した上で、 

１ヶ月以内に振替の現場閉所を確実に取得するものとする。 

工事途中においても、監督職員等より、「取得計画書」の作成及び提出を求められた場合には、その求めに

応じるものとする。 

４．受注者は、工事現場の公衆の見やすい場所に週休２日の取得状況を掲示するものとする。 

５．週休２日の実施状況について、発注者により横浜国道事務所のホームページにより公表する。 

６．受注者は、当該試行工事にあたりアンケート調査を行うものとし、調査の実施及び調査票については別途

指示するものとする。 

７．週休２日を実施した工事については、精算変更時に以下のとおり間接工事費率に、それぞれ次ぎの補正係

数を乗じるものとする。 

【共通仮設費】１．０２ 

【現場管理費】１．０４ 

なお、実施できなかった場合は、上記の補正をしない。 

８．週休２日を実施した場合は、工事成績の加点評価の対象とする。なお、週休２日を実施できなかった場合

の工事成績の減点は行わない。 

（週休２日対象工事） 

（１）本工事は、「週休２日」を促進する対象工事である。（週休２日相当は、現場閉所とする） 

（２）受注者は、週休２日相当の取得計画が判る計画工程表等を施工計画書に記載するものとする。 

（３）週休２日相当を促進する対象期間は、工事着手日から完了日までとする。 

現場閉所の報告は、１箇月ごとに行うこと。 

（４）受注者の責によらず、やむを得ず週休２日相当（１月８休）を実施できないことが発生した場合は、監

督職員と協議を行うものとする。 

（５）週休２日相当を実施するための共通仮設費及び現場管理費の補正については、計上している。 
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≪国土交通省「平成29年3月、適切な工期設定に関する通達」（抜粋）≫ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

≪国土交通省「平成29年3月、適切な工期設定に関する通達」の運用について（抜粋）≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

①条件明示の徹底（週休二日の推進に向けた適切な工期設定） 

国官技第３３６号 
平成２９年３月２８日 

各地方整備局 企画部長 殿 
北海道開発局 事業振興部長 殿 

大臣官房技術調査課長 

週休２日の推進に向けた適切な工期設定について 
（略） 

これまでも、週休２日対応の工期設定を行っているが、実態との乖離もみられることから、

国債等の活用による工期の平準化や余裕期間制度を活用するとともに、準備・後片付け期間の

見直しや工期設定支援システムの活用等により、適切な工期の設定に努められたい。 

国技建管第１９号 
平成２９年３月２８日 

各地方整備局 技術調整管理官 殿 
北海道開発局 技術管理企画官 殿 

大臣官房技術調査課 
建設システム管理企画室長 

週休２日の推進に向けた適切な工期設定の運用について 
（略） 
・・・・・・・・・・より具体的な運用について別紙のとおり定めたので通知する。 
 

別紙 
土木工事における適切な工期設定の考え方 

１．工期設定 

（１）用語の定義 
（略） 

（２）工期の設定 
① 準備期間 
準備に要する期間は、主たる工種区分毎に以下に示す準備期間を最低限必要な日数と

し、工事規模や地域の状況に応じて設定※することとする。 
以下に記載がない工種区分については、最低 30 日を最低必要日数として工事内容に

合わせて設定することを基本とする。 
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＜工期の経過日数別（工期のうち、アンケート調査時点までの経過日数）＞ 

 
（参考）官積算 不稼働日の休日数(約 120日) 土日+祝日+年末年始休暇(６日)+夏季休暇(３日)  

1.4%

1.7%

2.3%

2.2%

0.9%

5.0%

2.4%

0.6%

0.7%

0.5%

0.7%

0.9%

0.4%

0.6%

11.8%

11.4%

5.5%

6.6%

5.8%

8.9%

7.7%

21.2%

18.4%

17.6%

17.2%

18.6%

18.8%

18.1%

65.0%

67.9%

74.1%

73.3%

73.7%

67.0%

71.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1年以内

1～2年

2～3年

3～4年

4～5年

5年以上

全 体

1.降雨、降雪、出水期等の作業不能日数

2.受注者の責による作業不能日数

3.上記２．を除く受注者の責ではない作業不能日数（工事一時中止等含む）

4.土日祝日の現場閉所日数

5.稼働日

(現場数72)

(現場数77)

(現場数94)

8% 33%

N=350 

受注者の責ではない作業不能

日は着工当初から発生。 
工事の経過に伴ってその実数

は顕著に増加しないことか

ら、明示された条件と現場の

条件の不整合が後工程まで尾

を引いている。 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

①条件明示の徹底（工期に対する稼働日・不稼働日の比率） 

＜受注者の責ではない作業不能による工期圧迫＞ 

 工事初期においては、発注時の明示条件と現場の実態の不整合により工事一時中止など、受注者

の責ではない作業不能の発生による工期圧迫が多い傾向が見られ、休日を圧迫している。 

＜厳しい積算工程による工期圧迫＞ 

 実稼働日は工事の進捗に伴って積算工期より大幅に増加している。これは、発注者の算定してい

る積算上の工期が厳しいため、休日を圧迫しても工期を守る実態を示しており、週休二日前提の

工事工程の確保が厳しい状況。 

(現場数 63) 

(現場数 22) 

(現場数 22) 

(現場数 350) 

(参考)官積算 59% 

100.0% 

＜官積算（試算）＞ 

不稼働率：約４１％ 

稼働率：約５９％ 

工事の進捗に伴って、発注者の積算

の稼働日（４週８休相当）より実稼

働日が増加。 
乖離した部分は、休日を圧迫しても

工期を守る実態を示している。 
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１）設計変更の発議から発注者の調査結果受領までに要する日数 

→発注者から調査結果を受領するまでに 30 日以上要する現場が全体の 2 割程度存在する。 

 
 

２）設計変更に伴う調査結果受領までの日数と休日取得の関係 

→調査結果受領までに要する期間が長くなるほど、週休二日実現の障害となる。 

 
 
 

84% 16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30日未満 30日以上 調査現場数：N=306（国交省道路・河川）

83%

100%

17%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4週5休以下

4週6休以上

休
日
取
得
実
績

30日未満 30日以上 調査現場数：N=87

調査結果受領までに30日以上かかると

4週5休以下でしか休日取得できない

 設計変更手続きの円滑化を図るため、準備日数や後片付け日数の設定と同様に、設計変更の発

議から指示書発効までの標準処理日数を明示していただきたい。 

 設計変更手続きに要する日数について、「工程の共同管理」の中で発注者側の提示情報として工

程上に明記していただきたい。 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

①条件明示の徹底（設計変更手続きの処理日数が工程に及ぼす影響） 
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47.1%
51.6%
51.3%

24.4%
13.0%

19.8%
7.8%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

国土交通省 （道路・河川）

1.発注者にクリティカルパスに関する意識を高めてもらえた。
2.協議などの必要な対応を早期かつ計画的に進められるようになった。
3.施工上の課題及び解決時期の責任の明確化が図られた。
4.工程への影響の状況とその原因が記録に残り明文化されるようになった。
5.工事一時中止の場合の適切な措置が出来るようになった。
6.条件変更があった場合、適切な設計変更ができるようになった。
7.特に効果はなかった。
8.その他。

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

１）週休二日に関連して工事発注時に発注者から開示された情報【国（河川・道路・海岸工事）】 

①H29.3.28通達により特記仕様書への記載が必要となった項目 ※調査対象は H28.10～H29.9の工事 

 

 

②週休二日試行工事を円滑に進めるため、開示が必要と考える項目 

 

 

２）発注者から情報を開示されたことによる効果 

38.3%

26.7%

42.2%

25.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

休日、稼働・不稼働日(N=60)

用地買収情報(N=45)

影響を受ける他工事(N=64)

関係機関との協議状況(N=63)

12.9%

6.3%

24.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

概略工程表(N=73)

積算工程表(N=75)

ﾊﾟｰﾃｨ数、機械ｾｯﾄ数(N=76)

 「平成 29 年 3 月、適切な工期設定に関する通達」により、工事情報の開示は進んでいるが、

まだ十分な水準には達していない。 

 特に休日、稼働・不稼働日、用地や影響を受ける他工事、関係機関との協議状況等の条件明示

が不十分な場合、工事の初期段階で工期と休日が圧迫されることになる。 

 一方、週休二日試行工事を円滑に進めるため、受注者としてさらに開示を求めたい事項につい

ては、条件明示のチェックリスト等へ反映されておらず、情報開示が進んでいない。 

 今後、週休二日の確保を前提として、条件明示チェックリストのチェック結果を、受発注者が

共有化するため、特記仕様書等に必要な情報を追記していただきたい。 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

①条件明示の徹底（工事発注時の情報開示） 

N=308 
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 １）特記仕様書への「準備期間」の記載 ←他の項目も概ね同様の傾向 

  ※調査対象は H28.10～H29.9 の工事 

    

２）特記仕様書への記載 

 ※H29年度直轄工事おける週休二日モデル工事追加アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（河川・道路・海岸工事）

国（港湾・空港）

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

全体

16.0%

4.4%

12.9%

8.5%

13.3%

11.9%

84%

96%

87.1%

91.5%

86.7%

88.1%

1.あった 2.なかった

67%

61%

72%

44%

44%

①準備期間

②後片付け期間

③雨休率

④地元調整等、工事不可期間

⑤工期に影響のある事項

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 工期に影響のある期間の特記仕様書の明記については、「平成 29 年 3 月、適切な工期設定に関

する通達」が浸透しつつあるものの、取組みの状況に濃淡が見られる。 

 特に綿密な工程の共同管理が必要となる週休二日試行工事においても、十分な水準には達して

いない。 

 適切な工期設定や施工現場の週休二日を促進するためにも、特に週休二日試行工事を先行事例

として引き続き、同通達の趣旨を徹底していただきたい。 

 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

①条件明示の徹底（特記仕様書への記載） 

N=18 

N=1118 
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３）工期の特記仕様書の記載例（国土交通省「平成 29年 3月、適切な工期設定に関する通達」） 
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≪国土交通省「平成 29年 3月、適切な工期設定に関する通達」（抜粋）≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

②工程の共同管理の推進 

 工程表の共有については、「発注者指定型」、「受注者希望型」ともに、週休二日型以外の工事より

取組みが進んでいる。 

 工程に影響する事象がある場合の処理対応者と時期の明示については、「発注者指定型」は、「平

成 29 年 3 月、適切な工期設定に関する通達」の反映が進んでいるが、「受注者希望型」は、週

休二日型以外の工事と大差がない。 

 従来型の工事よりもシビアな工程管理が必要となるため、同通達の徹底による工程の共同管理の

徹底が必要。 
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＜クリティカルパスを含む工事工程表の共有＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜工程に影響する事象がある場合の処理対応者（発注者または受注者）と時期の明示＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=4 

N=10 

N=27 

N=4 

N=10 
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＜ＡＳＰを活用した共同管理のフロー（中部地整）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜共同管理する工程表のイメージ（中部地整）＞ 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

１．（２）適切な工期の確保（工程の共同管理） 

②工程の共同管理の推進（情報共有システム（ＡＳＰ）の活用） 

 中部地整において、工程の共同管理の推進ツールとして情報共有システム（ASP）が活用され

ており、業務の効率化や受発注者間のコミュニケーションの円滑化に寄与していることから、

是非、全国展開を図っていただきたい。 

 一方、本システム上のコメントは、契約図書としての位置づけがされていないことから、工期

変更手続きの中で、別途、必要資料を作成する必要があり、担当技術者の負担は依然として大

きい。「2．（4）①提出書類の削減、簡素化（ASP の効果的な活用）」の一環として、コメント

機能を活用して提出資料を作成することで、現場の業務効率化に繋がる。 

コメント機能を

活用した提出資

料の作成 
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 近畿地整では、受発注者間の工事工程の共有に当たり、具体的な手順、方法のルールを作成し

て運用されている。各現場で工事工程の共有を徹底するためにも、こうした取組みを全国展開

していただきたい。 

 

（１）地元調整状況 　 　 　 　 　■文化財協議 □有り □該当なし

　□地元説明実施済 　　□既に文化財調査は実施済み 　 □現在、発掘調査中

　□地元説明必要なし 　　□現在、協議中 □工事発注後に協議開始

　□懸案となる要望事項等はない 　■公安委員会協議 □有り □該当なし

　□懸案となる要望事項が有り、今後検討を要する 　　□計画協議状況 済み 協議中　 未協議

　　□交差点協議 済み 協議中　 未協議

　　□信号等の移設協議状況 済み 協議中　 未協議

（２）工事用進入路の状況

　□公道を利用し進入可能

　□当該工事で進入路を施工 　■河川管理者協議 □有り □該当なし

　　・地元調整済みで、工事用進入路の着手に問題なし　　 　　□△○△川協議状況： 占用協議は済み。工事着手時に本協議が必要。

　　・地元調整中で懸案となる要望事項と課題

　■他の道路管理者協議 □有り □該当なし

　□他工事で進入路を施工中 　　□・・・・地区取り付け協議状況： ●○市と協議中

　　・完成時期：平成２７年１２月　　 　・現在の進捗状況　　７０％ 　　□・・・・地区交差協議状況： ○○町と協議中

（３）当該工事着手に影響する他工事の状況

□有り □無し □該当なし

　　・関連する工事　 （５）環境の状況

□環境情報図等の確認（※河川）

□環境として配慮すべき事項 □有り □該当なし

　　・完成時期　平成２８年　３月 　　□工事予定箇所周辺において、貴重種等が確認されている

　　・現在の進捗状況　６０％ 　　□対応方針 □決まっている □決まっていない

　　・完成時期：平成２７年１２月　　 　　□その他

　　・現在の進捗状況　　７０％

（４）関係機関協議の状況 （６）その他

　■土壌汚染対策法の改正に伴う手続きがなされているか 　　□植栽帯（高木）の撤去の有無 □有り □無し □該当なし

　　□届出済み □未届出 □該当なし 　　□JRとの施工に関する協議状況：

　■占用物件協議 □有り □該当なし 　　□砂防指定地内行為の協議状況：

　　□関電 協議状況： 移設依頼済み 移設完了時期：２８年　３月　　 　　□漁業補償状況：▲○▲川の漁業組合と協議中

　　□NTT 協議状況： 移設工事中 移設完了時期：２８年　３月　　 　　□保安林協議状況：

　　□下水 協議状況： 現地立会 移設完了時期：２８年　３月　　 　　□・・・・協議状況：

　　□上水 協議状況： 事前協議中 移設完了時期：２８年　３月　　 　　□当該箇所における既往工事履歴の確認　 済み 確認中 未確認

　　□ その他 課題：漁業補償の問題が有り、漁協との調整が難航する可能性がある。

工事名： 発注担当課

○○河川国道事務所
工事発注時チェックシート

●●工事 工務課

担当
係長

担当
係長

専
門
官

専
門
職

計画・設計に関する事項
計画担当
課　　　長

橋脚４基、橋台２基　　　

課題：●○市において、予算事情により正規の施工区分で難色をしめしている。

要望事項

理由：地元役員から、施工業者が決まってから詳細な説明でよいとの了解済み

課題：

課題：

課題：公安委員会の信号機の予算措置がなされておらず、やむを得ず当方により設
置・引き継ぎが生じる可能性有り。

課題：●○市の上水の移設が高額であり、財政事情も悪いために協議が難航してい
る。

要望事項

　

（１）未買収用地の有無 （ 有り 無し ） （１）予算措置状況（受託、附帯協定相手も含む）

　　・　　 筆　　　　ｍ２ 　□国債　平成27～29年度（H27年度設定）

（２）未引渡用地の有無 （ 有り 無し ） 　□単債

　　・　　２筆　　　　１５０ｍ２（引渡期限：○○年○月○日） 　□翌債（　　月　　日承認）

　　・　　○筆　　　　　○ｍ２（引渡期限：　　　年 　月　 日） 　□未済

（３）その他　　　　□起工承諾対象用地有り　　　　　□明渡裁決対象用地有り （２）受託・附帯協定の有無 □有り □該当なし

　　・起工承諾用地：　　○筆　○ｍ２ 　■協議状況　　　□計画協議済み　　　□未協議（協議予定時期：平成　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・明渡裁決用地：　　○筆　○ｍ２ 　■協定状況　　　□協定締結済み　　　□未締結（締結予定時期：平成２７年　１０月　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）丈量図による取得状況の確認

　　□別添「工事用地丈量図」により確認済み

□工期設定支援システム等で工期設定し、原則１班体制としているか（１班体制でない場合、その理由が妥当か判断しているか）

・原則１班で工期設定し、翌債枠も取得済

□工種と工費の関係から算出された工期の-１０％以上の乖離となっていないか □設定された工期に特記事項がある場合は、特記仕様書においてその条件を明示しているか

■地元調整状況

　・地元要望の環境対策については継続的に説明会を実施し理解を得る方向である。最終的には、要望を飲まざるを得ないと判断している。

■工事用進入路

　・別件で現在施工中で当該工事着手時には完了予定である。

■借地

　・本工事の施工ヤードにおいて、一部借地予定があり、事務所契約を行う予定（○○月契約締結予定）

■関連する他工事

　・当該工事着手までに完了予定である。

■関係機関協議

　・関係機関協議については、占用物件等工事着手までに協議が整う進捗状況である。

■河川環境への配慮事項

　・イヌワシの営巣地が近接しているが、有識者に相談、繁殖時期を外した工程設定しており、保全対策の必要は無い。

　・近接して老人ホーム・小学校があり、低騒音型建設機械の使用が必要である。

■その他

　・他の課題については、工事着手までに約８ヶ月あるので解決可能と判断している。

■用地　（未引渡用地の状況と発注の要件を記載。）

　・未買収用地については、平成○○年○月○日までに契約予定である。

　・未引渡用地については、特記仕様書に引渡期限等の条件を明示する。

事務所
担当課長

印
用地部

担当課長
印用地取得状況

課題

副所長（事務）

工
期
設

定

計画
担当課長

印

副所長（技術）

印

発注担当課長

印

事務所長

印

予算措置状況

印

所
　

　
見

印

■判断優先３

【計画・設計に関する事項】

【用地取得状況】
【予算措置状況】
の内容を踏まえ、契約後の工事着手の見通し等、事務所の所見に基づき発注可能
か否か○○部として判断するものとする。

■判断優先１
受託・付帯予算など、投入する予算確保が確保されていること。
また、工事規模に見合った国債設定がなされていること。

■判断優先２
未買収用地がなく、未引渡し用地の明渡期限が工事
着手までとなっている。
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＜土木技術者の年齢構成に関する調査結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ24年度 土木技術者全体：14,703 名（平均 45.1 歳），現場に配置されている監理技術者：2,496 名（平均 45.3 歳） 
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内勤者 外勤者（監理技術者以外） 現場配置されている監理技術者

外勤者比率 監理技術者資格保有率

調査対象：日建連会員企業 19 社 

次世代を担う若手技術者の相

対的人数が減少し、監理技術

者への登用も進んでいない。 

 土木技術者の年齢構成に関する調査により、5 年前と比較すると、次世代を担う若手技術者の相

対的な人数が減少し、監理技術者への登用も進まず、このままでは適齢技術者の枯渇のおそれ。 

 

１．（３）人材育成 

①技術者の確保（若手技術者等の評価の見直し） 

Ｈ29年度 土木技術者全体：15,726 名（平均 45.6 歳），現場に配置されている監理技術者：1,733 名（平均 47.6 歳） 
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Ｈ24年度
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現場配置されている監理技術者の年齢構成割合

監理技術者全体に占める 31～40 歳の若手の割合が、5 年間で 24％から 15％に▲9％減少している。 
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＜段階的選抜方式の一次審査における技術者評価の地整別比較（Ｈ29年度）＞ 

  事例研究：国土交通省発注のトンネル工事を想定して、段階的選抜方式の一次審査における経験の異なる

若手技術者２名の技術者評価点を、地整毎に算出し比較する。 

   ●想定工事条件 

発注年度：Ｈ29 年度 

総合評価落札方式のタイプ：技術提案評価型 S 型（WTO） 

工事内容：トンネル延長 L=1,000m、内空断面積 A=70m2、ＮＡＴＭ工法、発破掘削 

   ●若手技術者２名のトンネル工事経験 

 

 

 

 

   ●段階的選抜方式の一次審査における技術者の評価項目、評価基準、配点（15 点満点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合評価落札方式（段階的選抜方式の一次審査）の技術者評価において、若手技術者の登用を図

る抜本的な対策が喫緊の課題であり、以下の点を早急に改善する必要がある。 

① 若手技術者の評価について、地整別に比較したところ、考え方の相違が大きい。具体的には、い

くつかの地整では、同種工事の経験や工事成績評定等の実績件数を最大３件まで評価対象として

おり、能力はあるが実績件数の少ない若手技術者がエントリーできない制度となっているため、

評価する実績は１件のみとしていただきたい。（中部地整では、平成 30 年度より改善していた

だいた。） 

② 従事役職による施工実績について、監理技術者、現場代理人の経験のみに重みをおくのではなく、

若手担当技術者の実績も同等評価していただきたい。 

技術者 竣工年月 発注者 掘削方式 役職・立場 工事成績 表彰

H27年6月 ○○地整 延長 1,032m 断面積 78m2 発破 監理技術者 80 なし

H23年3月 ○○地整 延長 2,990ｍ 断面積 77m2 発破 担当技術者 81 なし

若手B（35歳） H23年3月 ○○地整 延長 2,990m 断面積 77m2 発破 担当技術者 81 なし

トンネル規模

若手A（35歳）

0点 5点 10点 15点

経験1点

<役職>※

＜　＞：評価基準　　　，　　※：担当技術者は評価せず0点（監理技術者、主任技術者、現場代理人は評価する）

工事成績　6点（2点×最大3件）

＜評定点＞

工事成績　6点

＜評定点＞

他工種の施工経験　3点

 ＜同一工事内か否か＞

工事成績　4点

＜評定点＞

優秀工事技術者表彰　3点

＜表彰の種類＞

その他3項目　3点

＜難工事実績・表彰、CPD＞

工事成績　6点

＜評定点・役職＞

工事成績　6点（2点×最大3件）

<役職>※ （1点×最大3件）

施工経験の役職　3点

＜同種性・役職＞

工事成績　3点
近畿地整

＜評定点＞

＜評定点・役職＞※

東北地整

関東地整
同種工事の施工経験　4点

＜同種性＞

北陸地整

同種工事の施工経験　6点

同種工事の施工経験　6点（2点×最大3件）

＜同種性＞

同種工事の施工経験（過去８カ年度以内）　9点

＜役職＞

中部地整
同種工事の施工経験　6点（2点×最大3件） 施工経験の役職　3点

＜同種性＞ <役職>※ （1点×最大3件）

中国地整

同種工事の施工経験　6点

＜役職＞※

同種性の高い施工経験　6点

＜役職＞※

四国地整

九州地整

同種工事の施工経験　15点　（5点×最大3件）

＜役職・掘削方式＞

＜同種性・役職＞ ＜表彰の種類＞

工事成績（過去４カ年度以内）　8点

＜評定点＞

表彰（過去4カ年以内）3点同種工事の施工経験　4点
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   ○評価結果 

若手 A（工事経験 2 件、内 1 件は監理技術者）：8～15 点 

若手 B（工事経験 1 件、担当技術者）    ：0～13 点（→地整による評価の差が特に大きい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事経験の役職の違い

による評価差が 1 点 

（ほぼ同等評価） 

監理技術者の経験があればベテランと

全く遜色ない評価 

担当技術者の経験でもベテラン

と互角に勝負できるレベル 

（役職による評価差 2 点） 

全評価項目で担当技術者の実績はゼロ評価 

（若手の登用が進み難い） 

実績件数と

役職の違い

による差 

同一人物でも、最大 3 件ま

で評価する地整での点数は

低くなる 

役職の違

いによる

差 

実績件数と

役職の違い

による差 

最大3 件まで評価する

地整では実績件数の少

ない若手は低評価 

(若手登用が進み難い) 

 
役職の違い

と、 

工事成績が

過去 4 カ年

度以内でな

いと評価さ

れない 

ことによる 

差 

 

 

破線：H30 年度の評価方法による点数 

※評価する同種工事の実績件数 

  H29 年度：最大３件 

  H30 年度：１件 

 中部地整は平成 30 年度より評価方法の見直しにより若手技術者の登用を改善した。 
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 i-Construction の推進に伴い、ＩＣＴの全面導入に対応できる技術者や技能労働者、監督・検

査職員の育成がますます重要になる。 

 国土交通省においては、平成 30 年度から実務者レベルの職員向けに CIM 実践研修が実施され

ており、他の発注機関とカリキュラムを共有する等、水平展開していただきたい。 

１．（３）人材育成 

①技術者の確保（ＩＣＴ等の最新技術を活用できる人材の育成） 
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１．（３）人材育成 

②技能者の育成・確保（建設キャリアアップシステムの普及・利用促進） 

 建設キャリアアップシステムは、技能者の能力の見える化とともに、就業状況、社会保険や建退

共への加入状況など、技能者の確保・育成につながる技能者の処遇改善、建設業の働き方改革推

進に寄与する画期的な基礎インフラである。 

 日建連では業界の先頭に立って、５年後までに、会員企業の全ての現場で現場登録を行い、現場入場

する全ての事業者、技能者が本システムに登録していることを目標に、会員企業、協力会社とともに

取り組んでいく。 

 建設キャリアアップシステム利用促進のため、公共工事において総合評価や工事成績評定等での

インセンティブ付与などを検討いただきたい。 

32



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

１）改正品確法の基本理念（受発注者が対等の立場であること）の浸透の度合い 

   平成 29 年度   平成 28 年度   

  

 

 

２）受発注者が対等でないと感じる時 

 平成 29 年度  

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（河川・道路・海岸工事）

国（港湾・空港）

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

全体

15.9%

19.7%

10.5%

5.7%

9.4%

12.4%

52.6%

53.5%

59.1%

48.6%

56.9%

54.7%

23.7%

21.1%

27.5%

40.7%

28.8%

27.4%

5.5%

5.6%

2.9%

5.0%

4.7%

4.8%

2.3%

0%

0%

0%

0.2%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13.0%

15.3%

8.2%

7.0%

9.7%

10.8%

61.0%

52.0%

56.0%

38.0%

49.0%

52.0%

21.3%

26.7%

32.0%

44.7%

34.1%

30.6%

4.8%

5.7%

4.1%

10.5%

6.7%

6.0%

0.3%

0%

0%

0%

0%

0.2%

1.浸透していると思う 2.ある程度浸透していると思う 3.あまり浸透していない 4.全く浸透していない 5.その他

74.3%

20.8%

39.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

１．変更金額（又は工期）が発注者の都合で決め
られてしまう。

２．発注者に意見できる雰囲気にない。

３．口頭指示で済ませられてしまう。
N=413

 設計変更ガイドラインが浸透しつつあるが、機関別に進捗に濃淡が存在する。今後、週休二日

の取組み拡大のためには、工期と金額の変更に対するリスクへの懸念を解消しないと受注者と

して積極的に取り組めない（「１．（１）週休二日の実現に向けた環境整備（週休二日を確保す

るために効果が大きい施策）」参照）。 
 設計変更等が円滑に行われる環境整備のため、ガイドライン等のさらなる運用徹底をお願いし

たい。 
・片務性の解消に課題が残っているとの意見が約 30％ある。【１）】 

・特に設計変更において、工期や金額が発注者により決定されているとの不満が多い。【２）】 

１．（４）改正品確法の的確な運用 

①運用指針に基づく様々な取組の浸透・徹底 

（改正品確法の基本理念の浸透と設計変更ガイドラインの運用状況） 

N=1,294 N=1,280 
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３）「設計変更ガイドライン」が有効に機能しているかの度合い（適切な設計変更、受発注者の情報共有、

迅速な協議） 

   平成 29 年度   平成 28 年度   

  

 

 

４）「設計変更ガイドライン」が機能していないと感じる場面 

 平成 29 年度  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（河川・道路・海岸工事）

国（港湾・空港）

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

全体

12.1%

7.5%

7.4%

1.4%

4.7%

6.9%

59.3%

63.8%

60.0%

46.4%

48.4%

54.9%

24.8%

24.4%

29.7%

40.7%

40.0%

32.4%

2.9%

2.3%

2.3%

7.9%

4.7%

3.9%

1.0%

1.9%

0.6%

3.6%

2.2%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.1%

3.4%

5.7%

1.8%

2.4%

3.9%

58.0%

56.6%

50.0%

31.9%

41.7%

48.1%

30.3%

33.7%

39.7%

51.3%

43.9%

39.2%

3.5%

5.1%

4.1%

8.8%

9.8%

6.7%

2.2%

1.1%

0.5%

6.2%

2.2%

2.2%

1.有効に機能している 2.ある程度機能している 3.あまり機能していない 4.全く機能していない 5.その他

79.9%

43.9%

16.5%

35.5%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1.設計変更

2.工事一時中止

3.工期短縮

4.設計照査

5.その他
N=462

N=1,288 N=1,280 
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■ 全発注機関を対象にした概算金額提示の取組み状況 

 

 平成 29 年度  発注機関ごとの指示書への概算金額の記載状況 

 
 

 平成 28 年度  発注機関ごとの指示書への概算金額の記載状況 

  
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（河川・道路・海岸工事）

国（港湾・空港）

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

全体

45.7%

33.1%

7.6%

12.2%

27.9%

28.5%

20.7%
4.5%

4.5%

11.3%

14.1%

12.7%

0.7%

5.8%

7.6%

6.1%
6.0%

4.8%

33.0%

56.5%

80.3%

70.4%

52.0%

53.9%

1.概算金額の記載があった
2.一部の費用で概算金額の記載があった
3.概算金額の記載はなかったが、記載できない理由が明記されていた。
4.概算金額の記載が無く、記載できない理由も明記されていなかった

調査現場数：N=1,050

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国（河川・道路・海岸工事）

国（港湾・空港）

道路関係会社

機構・事業団

地方自治体

全体

36.8%

13.0%

12.5%

15.8%

35.9%

27.7%

21.2%
10.9%

8.9%

10.5%

13.0%

14.8%

2.6%

8.7%

5.4%

2.6%
3.1%

3.8%

39.4%

67.4%

73.2%

71.1%

48.1%

53.7%

1.概算金額の記載があった
2.一部の費用で概算金額の記載があった
3.概算金額の記載はなかったが、記載できない理由が明記されていた。
4.概算金額の記載が無く、記載できない理由も明記されていなかった

調査現場数：N=520

 設計変更ガイドラインにおける概算金額提示の考え方について、国の取組みが進んでおり、国以

外の機関について同様の取組みを進めていただきたい。また、先導する国においても開発局・地

方整備局で取組みに濃淡が見られることから、高い水準に合わせていただきたい。 
 設計変更ガイドライン浸透のために、特記仕様書にガイドラインの位置付けを明記することや、

契約時に受発注者間でガイドラインの適用条件を確認することを検討いただきたい。 

１．（４）改正品確法の的確な運用 

①運用指針に基づく様々な取組の浸透・徹底 

（設計変更ガイドラインの充実と位置付けの明確化） 

概算金額 

記載なし 

概算金額 

記載なし 
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■ 国における概算金額提示の対応状況 

１）開発局・地方整備局ごとの指示書への概算金額の記載状況 

→中国地方整備局や四国地方整備局は調査したすべての現場で概算金額が記載されていた。その一方

で、開発局・地方整備局ごとにバラツキがみられる。 

   平成 29 年度     平成 28 年度  

  

 

 

２）ガイドライン改訂前後で概算金額が記載されなかった現場比率の比較 

→北海道開発局・東北地方整備局・近畿地方整備局では、ガイドライン改訂後に概算金額の記載状況が

改善された。 

 

50.0%

39.5%

27.3%

42.9%

81.6%

43.2%

80.0%

75.0%

10.7%

66.7%

45.7%

67.9%

34.6%

25.0%

10.5%

18.9%

20.0%

25.0%
3.6%

20.7%

15.7%

2.3%

3.6%

0.7%

1.5%

50.0%

25.9%

45.5%

57.1%

7.9%

37.8%

82.1%

33.3%

33.0%

14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道開発局

東北地方整備局

関東地方整備局

北陸地方整備局

中部地方整備局

近畿地方整備局

中国地方整備局

四国地方整備局

九州地方整備局

沖縄総合事務局

全体

発注者アンケート

調査現場数：N=276

回答者数：N=134

受
注
者
ア
ン
ケ
ー
ト

27.8%

23.8%

11.1%

77.1%

29.0%

100.0%

40.0%

28.6%

33.3%

36.8%

27.3%

30.6%

23.8%

11.4%

19.4%

60.0%

21.4%

33.3%

21.2%

2.8%

2.9%

9.7%

2.6%

72.7%

38.9%

52.4%

88.9%

8.6%

41.9%

50.0%

33.3%

39.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調査現場数：N=193

１． 概算金額の記載があった

２． 一部の費用で概算金額の記載があった

３． 概算金額の記載はなかったが、記載できない理由が明記されていた

４． 概算金額の記載が無く、記載できない理由も明記されていなかった

60%
40% 33% 22%

47% 48%
33%

75%

0%
23%

40% 33%

0% 0% 0% 0%

88% 85%

0%

50%
33% 42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

改
訂
前

改
訂
後

前後前後前後前後前後前後前後前後前後前後

北海道

（H27.10）
東北

（H27.7）
関東

（H27.6）
北陸

（H27.5）
中部

（H28.8）
近畿

（H28.11）
中国

（H27.7）
四国

（H27.6）
九州

（H27.8）
沖縄

（H27.9）
全体

（H29.4）

現
場
数
の
総
数
に
占
め
る
割
合

概算金額の記載が無い（理由の有無問わず）

調査現場数：N=275

概算金額 

記載なし 
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３）設計変更ガイドラインでの概算金額に係る対応方針記載状況 

→関東地方整備局・近畿地方整備局・沖縄総合事務局は、概算金額提示の考え方が設計変更ガイドライ

ン上で細かく整理されている。 

 
 
■ 日建連提案の概算金額提示の考え方 

 

フロー
No.

北海道 東北 関東
北陸
※2

中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄
日建連
提案

A 発注者からの先行指示 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○※1 ● ○ ○
C ↪ 概算金額を記載可 ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○
D ↪ 概算金額を記載不可 ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○
B 受発注者間の協議 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
E ↪ 受注者からの見積提出あり ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
G ↪ 受注者からの見積りが妥当 ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○
H ↪ 受注者からの見積りが妥当でない ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
F ↪ 受注者からの見積提出なし ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
I 緊急を要する変更工事の場合 ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
J 概算金額の算定に時間を要する場合 ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
－ 設計変更の規模が軽微 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●
－ 契約変更時期が工期末 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●

【凡例】　○：　対応方針記載あり　　●：　対応方針記載なし　　
　　※1：　対応方針が示されているが、努力目標に留めている
　　※2：　北陸地整は、指示書における新規工種について、概算金額（直接工事費）を明示する取り組みを試行中

概算金額提示に係る手続き状況

例外規定
　緊急的に行う場合または何らかの理由により概算金額の算定に時間を要
する場合は、「後日通知する」ことを添えて指示

設計変更の発議？

受注者から
見積書の提出？

ケース③
概算金額（受注者
見積参考）記載

ケース①
概算金額記載

ケース⑤
概算金額記載

不要

受注者からの
見積書金額の
妥当性？

なし

受発注者間の協議

妥当

発注者からの
先行指示

あり

概算金額の記載？

ケース②
概算金額不記載
ただし、理由明記

可 不可

凡例
： 発注者の判断事項
： 受注者の判断事項
： その他判断事項
： 指示書での記載事項

ケース④
概算金額（発注者
仮積算額）記載

妥当でない

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ

ＩＪ
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表 1 設計変更事例集における内容・掲載数 

 事例の内容 事例数 
北海道開発局 ・入札段階における条件明示と変更対応 

・仮設工（任意仮設・指定仮設） 
・当初契約と現場条件の不一致 
・標準歩掛との不一致 
・現場条件が変更となった場合の変更対応 
・間接工事費率に含まれるかの判断 
・工事用道路等 
・その他 
・特定テーマ（敷鉄板、交通誘導員、防寒養生） 
 

１０ 
６ 

１５ 
９ 

１９ 
１０ 
５ 

２９ 
１５ 

計１１８ 
東北地方整備局 〔関東地整と同じ〕 計 １８ 
関東地方整備局 ・工事目的物の形状・寸法や仕様の変更 

・工事目的物の追加 
・施工数量の増減 
・施工方法等の変更 
・工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更 
・工期短縮に伴う変更 
 

３ 
１ 
２ 
６ 
３ 
３ 

計 １８ 
北陸地方整備局 工種別による具体的な設計変更事例 

同 変更にならなかった事例 
４５ 
１２ 

計 ５７ 
中部地方整備局 〔関東地整と同じ〕 計 １８ 
近畿地方整備局 〔関東地整と同じ〕 計 １８ 
中国地方整備局 （設計変更対象の事象のみ（14 事例）記載あり） 計 １４ 
四国地方整備局 ・設計図書の不一致 

・設計図書に誤謬、脱漏 
・設計図書の明示が不明確 
・自然的又は人為的な施工条件と工事現場が一致しない 

１ 
１ 
２ 

１０ 
計 １４ 

九州地方整備局 ・設計図書の不一致 
・設計図書に誤謬、脱漏 
・設計図書の明示が不明確 
・自然的又は人為的な施工条件と工事現場が一致しない 
・設計照査の範囲を超える作業 
・発注者による変更を必要と認める事例 
・工事を一時中止とする事例 
・変更が不可能な事例 

２ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

計  ９ 
沖縄総合事務局 〔関東地整と同じ〕 計 １８ 

 

 仕事の標準化による業務の効率化を目指して、設計変更ガイドラインにおける設計変更事例集や

条件明示のチェックリストを充実していただきたい。 
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図 1 開発局・地方整備局ごとの契約変更金額と設計変更事例数の関係 

 

 
図 2 Q&A 方式の設計変更事例集（北海道開発局） 

 

 
図 3 具体の工事をもとにした設計変更事例集（北陸地整） 

北海道

北陸

0%
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15%
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40%
45%
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契
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変
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金
額

が
要

望
金

額
に

対
し
て

90
%
以

上
の

現
場

数
／

全
対

象
現

場
数

ガイドラインにおける設計変更の事例数 （件）

 ガイドラインの事例数が多い開発局・地方整備局ほど、受注者希望額に対してほぼ満額で契約変

更されている工事が多い。このことから、設計変更事例が多いと、受発注者双方が納得できる契

約変更が行われている可能性がある。 
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＜国、高速道路会社、機構・事業団＞ 

 
＜地方公共団体＞ 

 

策定状況
概算費用
記載

策定状況
概算費用
記載

策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

北海道開発局 H27.9 あり H28.2 H27.9 あり H27.9 あり H27.9 あり
東北地方整備局 H27.7 あり H27.7 H28.3 あり H27.7 あり H27.7 あり
関東地方整備局 H30.3 あり H30.3 H28.5 あり H30.3 あり H27.6 あり
北陸地方整備局 H27.5 なし H24.2 H29.10 なし H29.10 あり H27.5 あり
中部地方整備局 H28.8 あり H28.8 H28.8 あり 設変 あり 設変 あり
近畿地方整備局 H29.11 あり H29.11 H29.11 あり 設変 あり H29.11 あり
中国地方整備局 H29.10 あり 設変短 H28.3 あり 設変 通知 設変 なし
四国地方整備局 H27.6 あり H27.6 H27.6 あり 設変 通知 H21.3 あり
九州地方整備局 H27.8 あり 設変 H28.6 あり なし なし H19.4 あり
沖縄総合事務局 H27.9 あり H27.9 H28.3 あり 設変 通知 H20.4 あり
NEXCO東日本 H29.7 なし 設変短 設変 あり 設変 通知 H29.7 あり
NEXCO中日本 H29.7 なし 設変短 H29.7 あり 設変 通知 設変 項目のみ
NEXCO西日本 H29.7 なし 設変短 H27.4 あり なし なし 設変 項目のみ
首都高速 H29.5 あり 設変 H29.5 あり なし なし 設変 項目のみ
阪神高速 H29.4 なし 設変 H28.6 あり なし なし 設変 項目のみ
鉄道運輸機構 H28.3 なし H28.8 H28.3 あり 設変 通知 設変 なし
都市再生機構 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
水資源機構 H27.11 あり H27.11 H27.11 あり 設変 通知 H27.11 項目のみ
日本下水道事業団 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

設計照査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
発注機関

設計変更
事例集

設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 一時中止ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 条件明示手引き

地
方
整
備
局
等

高
速
道
路

機
構
・
事
業
団

策定状況
概算費用
記載

策定状況
概算費用
記載

策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

北海道 H28.1 なし 設変 H28.4 あり H28.4 あり H28.3 あり
青森県 H28.10 あり H28.10 H28.10 あり 設変 通知 H28.10 あり
岩手県 H29.4 あり H29.4 H28.7 あり 設変 項目のみ H29.4 あり
宮城県 H29.10 あり 設変短 準用 あり なし なし 設変 なし
秋田県 H24.4 あり 設変短 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
山形県 H23.1 あり H25.3 H24.3 なし 設変 通知 設変 なし
福島県 H28,3 なし 設変 H28,3 なし H28,3 あり H28.3 あり
札幌市 H22.4 なし H24.4 なし なし 設変 通知 なし なし
仙台市 H28.4 あり 設変 H28.4 あり 準用 準用 H28.4 あり

設計照査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
発注機関

設計変更
事例集

設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 一時中止ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 条件明示手引き

北
海
道
・
東
北

 設計変更/工事一時中止ガイドラインは、ほとんどの自治体において順次策定、改定がなされて

いるが、一部の自治体においてはいまだに策定がなされていない。国と同様に概算金額の記載

も進めていただきたい。 

 条件明示の手引き/設計照査ガイドラインとともに速やかな策定を要望する。 

１．（４）改正品確法の的確な運用 

①運用指針に基づく様々な取組の浸透・徹底 

（各種ガイドライン等の未策定機関の解消） 
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策定状況
概算費用
記載

策定状況
概算費用
記載

策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

茨城県 H29.3 なし 設変 設変手 なし 設変 通知 設変 あり
栃木県 H29.9 なし 設変 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
群馬県 H30.3 あり 設変 設変手 なし H28.4 あり 設変 なし
埼玉県 H26.7 なし 設変短 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
千葉県 H29.4 あり 設変 H29.4 あり 設変 通知 H29.4 あり
神奈川県 H29.4 なし 設変短 なし なし 設変 通知 設変 項目のみ
東京都 H29.4 なし 設変短 設変 あり 設変 通知 設変 項目のみ
山梨県 H29.4 あり なし 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
長野県 H29.4 あり H29.4 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
さいたま市 H28.3 あり 設変短 H29.3 あり なし なし 設変 なし
千葉市 H29.10 あり 設変短 設変 あり 設変 通知 設変 なし
川崎市 H30.4 あり 設変 設変 なし なし なし 設変 なし
横浜市 H29.4 あり 設変短 H29.4 あり 設変 通知 設変 なし
相模原市 H30.4 なし 設変短 H27.4 なし なし なし 設変 なし
新潟県 H28.5 あり 設変短 H28.5 なし H22.4 項目のみ H30.3 あり
富山県 H27.7 なし 準用 H27.7 なし H27.7 あり H27.7 あり
石川県 H28.4 なし 準用 H28.4 なし H28.4 あり H28.4 あり
新潟市 H29.4 なし 準用 H29.4 なし なし なし H29.4 あり
静岡県 H28.4 あり 設変 H28.7 あり 設変 通知 H24.1 あり
愛知県 H28.3 あり 設変短 設変手 なし 設変 通知 設変 あり
岐阜県 H28.4 なし 設変 H28.4 あり 設変 通知 設変 なし
三重県 H29.7 あり 設変 H29.7 あり 設変 通知 設変 なし
静岡市 H28.11 あり 設変 H28.11 あり 設変 通知 H28.11 あり
浜松市 H28.4 あり 設変短 H28.4 あり 設変 通知 H26.4 あり
名古屋市 H27.10 なし 設変短 H26.10 なし なし なし 設変 なし

滋賀県
H29.4
(未公開)

あり なし なし なし H14.5 通知 準用 準用

京都府 H29.9 あり 設変短 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
大阪府 H25.4 なし 設変短 なし なし なし なし なし なし
兵庫県 H29.7 なし 設変 H29.7 あり 設変 通知 H29.7 あり
奈良県 H29.4 あり H29.4 H29.4 あり H29.4 あり H29.4 あり
和歌山県 H21.10 なし 設変短 設変契 なし 設変 なし 設変 なし
福井県 H28.4 あり H28.4 H28.4 あり 設変 通知 設変 なし
京都市 H26.8 なし 設変短 設変手 なし なし なし 設変 なし
大阪市 H29.12 なし 設変短 設変手 なし なし なし なし なし
堺市 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
神戸市 H29.4 あり 設変短 H29.4 あり 設変 通知 H21.5 あり
鳥取県 H30.4 あり H30.4 H30.4 なし H30.4 あり 設変 なし
島根県 H28.8 あり 設変短 H28.10 あり なし なし 設変 項目のみ
岡山県 H28.4 あり 設変短 なし なし 設変 通知 設変 なし
広島県 H27.1 なし 設変短 H27.1 なし 設変 通知 設変 なし
山口県 H28.6 あり 設変短 H27.10 あり なし なし 設変 項目のみ
広島市 H29.8 なし 設変短 H29.8 あり 設変 通知 なし なし
岡山市 H28.5 なし 設変短 設変手 なし 設変 通知 設変 なし

設計照査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
発注機関

北
陸

設計変更
事例集

設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 一時中止ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 条件明示手引き

関
東
・
甲
信

中
部

近
畿

中
国
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策定状況
概算費用
記載

策定状況
概算費用
記載

策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 策定状況 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

徳島県 H28.11 あり 設変短 H21.8 なし なし 通知 設変 なし
香川県 H28.3 なし 設変短 なし なし なし なし なし なし
愛媛県 H28.4 あり 設変短 なし なし 設変 通知 設変 なし
高知県 H28.4 あり 設変短 なし なし なし なし なし なし
高松市 H26.5 なし 設変短 設変手 なし 設変 通知 設変 なし
福岡県 H29.3 なし 設変 H29.3 あり 設変 通知 設変 なし
佐賀県 H28.2 なし 設変短 H29.2 あり なし なし 設変 なし
長崎県 H29.6 あり 設変 H28.4 あり なし なし H18.10 あり
熊本県 H27.10 あり 設変短 H27.10 あり あり 項目のみ H24.4 なし
大分県 H28.3 あり 設変 設変手 なし なし なし 設変 なし
宮崎県 H28.4 なし 設変短 H28.4 なし 設変 通知 H28.4 あり
鹿児島県 H28.3 あり 設変短 H28.4 あり なし 通知 設変 なし
沖縄県 H29.4 あり 設変 H29.4 なし 設変 通知 H21.4 あり
北九州市 H29.1 あり 設変 設変 あり なし なし 設変 なし
福岡市 H30.4 あり 設変 H30.4 あり なし なし なし なし
熊本市 H29.4 あり 設変短 H29.11 あり H29.4 あり H29.4 あり

判定基準
設計変更ガイドライン： ガイドライン策定の目的、設計変更が可能なケース・不可能なケース、設計変更手続きフロー、

設計変更に関わる資料の作成などの情報が記された資料を作成しているかどうか
概算費用記載： 先行指示書等に概算金額を記載する旨が設計変更ガイドラインに記されているかどうか

設計変更事例集： 設計変更手続きの具体的事例が記された資料を作成しているかどうか
一時中止ガイドライン： ガイドライン策定の目的、工事一時中止に係る基本フロー、発注者の中止指示義務、基本計画書／

工期短縮計画書の作成、請負代金額又は工期の変更、増加費用の考え方（範囲・算出・積算方法）
などの情報が記された資料を作成しているかどうか

概算費用記載： 基本計画書の記載項目に工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠を記載する旨が一時中止ガイド
ラインに記されているかどうか

条件明示手引き： 手引き策定の目的、手引きの活用方法などの情報が記された資料を作成しているかどうか
チェックリスト： 条件明示の明示項目をチェックリスト様式で整理した資料を作成しているかどうか

設計照査ガイドライン： ガイドライン策定の目的、設計図書の照査の基本的な考え方、設計図書の照査の範囲、設計図書の
照査項目及び内容などの情報が記載された資料を作成しているかどうか

チェックリスト： 設計照査の照査項目をチェックリスト様式で整理した資料を作成しているかどうか

判定結果の凡例
＜数値＞　：　当該資料の策定年月
未公開　：　資料が発注者のみ閲覧可能で受注者に公開されていない
設変　：　求められる内容が設計変更ガイドラインに含まれている
準用　：　他の発注機関の各種手引き／ガイドラインを準用することとしている
設変短　：　設計変更ガイドラインに設計変更に係る短文の事例が記載されている
設変手　：　設計変更ガイドラインに工事一時中止手続きの流れだけ記載されている
設変契　：　設計変更ガイドラインに工事一時中止に係る契約書の条文だけ記載されている
通知　：　平成14年3月28日国官技第369号通知「条件明示について」の明示項目および明示事項が示されている
項目のみ　：　条件明示（設計照査）の明示（照査）項目が示されている（チェックリスト様式になっていない）
緑字　：　平成29～30年度（H29.4～H30.4）の間に整備／改訂されたガイドライン等
■　：　各種手引き／ガイドラインの整備が求められる事項
■　：　各種手引き／ガイドラインの内容の充実が求められる事項

（一社）日本建設業連合会事務局調べ　＜平成30年4月時点＞
なお、本調査は平成30年4月時点の各発注機関のガイドラインの整備状況を日建連独自で調査したものであり、実際の整備
状況と異なる場合はご容赦ください。

設計照査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
発注機関

設計変更
事例集

設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 一時中止ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 条件明示手引き

四
国

九
州
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＜（一例）施工段階に入った試行工事＞ 

 

 

１）「技術協力・施工タイプ」または「設計交渉・施工タイプ」 の実施事例 （技術提案・交渉方式の運用ガイドライン（H27.6）策定以降） 

（落札者：日建連会員会社） 

 
 
２）「一般的なトンネル工事」と「国道57号災害復旧 二重峠トンネル工事（ＥＣＩ方式）」との比較  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 工事名 発注者 契約タイプ 工期（建設工事）

1 神戸長田トンネル避難連絡坑工事（28-山手） 阪神高速道路 設計交渉・施工 工事契約時に設定

2 高速大師橋更新事業 首都高速道路 設計交渉・施工 H29.6.23～H36.2.29

3 熊本57号災害復旧二重峠トンネル（阿蘇工区）工事 九州地整 技術協力・施工 H29.3.11～H32.7.31

4 熊本57号災害復旧二重峠トンネル（大津工区）工事 九州地整 技術協力・施工 H29.3.11～H32.5.31

5 北陸自動車道親不知海岸高架橋外波西耐震補強工事 東日本高速道路 設計交渉・施工 H29.12.5～H31.3.29

6 国道2号大樋橋西高架橋工事 中国地整 技術協力・施工 契約締結翌日～H35.3.31

（九州地方整備局資料） 

※短縮期間は発注手続き開始時点の想定 

１．（４）改正品確法の的確な運用 

②多様な入札方式の導入（ＥＣＩ方式等技術提案交渉方式の導入促進） 

 技術提案・交渉方式については、改正品確法において多様な入札契約方式の１つとして位置づけ

られており、国土交通省において「技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」（平成 27 年 6 月）

が策定され、実際に施工段階に入った事例もいくつか見られる。 

 これらの工事の結果を見ると、設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ方式）の「技術協力・

施工タイプ」や「設計交渉・施工タイプ」は、一定の仕様が固まった段階で工事が発注され、受

発注者のリスク分担上の課題も軽減され、施工者の立場からも有用な入札契約方式であることが

確認されている。 

 一方、初めて運用することに起因して、時間がかかる場合も見られるが、実績や経験の蓄積によ

り解決される課題と受け止めている。例えば、ガイドラインが平成 29 年 12 月に一部改正され、

手続きの効率化が図られている。 

 同方式は、施工ノウハウを設計に活かすことにより、効率的な施工が可能となるなど有効な方式

であることから、事例を増やしていくことが必要。 
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■平成 28年度以降のトンネル工事における北海道開発局及び各地方整備局の技術提案例（日建連調） 

  ※表の水色は一括審査方式の発注 
No. 工事名 公告日 工事場所 技術提案

1 日高自動車道新冠町　大狩部トンネル工事 H28.6.13
北海道新冠郡新冠
町

（ア）本工事を施工するにあたって、特に留意・工夫すべき事項に係わる提案
（イ）トンネルの長期耐久性と品質の向上を図ることを目的とした施工計画
（ウ）安全性の向上に関する施工計画

2 函館新外環状道路　函館市　見晴トンネル工事 H28.7.5 北海道函館市
（ア） トンネルの長期耐久性と品質の向上を図ることを目的とした施工計画
（イ）安全対策に関する施工計画
（ウ）環境に関する施工計画

3
深川留萌自動車道　留萌市　バンゴベトンネル工
事

H28.10.18 北海道留萌市
（ア）長期耐久性の向上に関する施工計画
（イ）環境の維持に関する施工計画
（ウ）安全性の向上に関する施工計画

4
北海道縦貫自動車道　七飯町　大沼トンネル避難
坑西大沼工区工事

5
北海道縦貫自動車道　七飯町　大沼トンネル避難
坑峠下工区工事

6 一般国道５号　小樽市　塩谷トンネル工事 H29.8.23 北海道小樽市
（ア） トンネルの長期耐久性と品質の向上を図ることを目的とした施工計画の提案
（イ）坑内の安全または環境対策に関する施工計画の提案

1 国道３９９号 十文字トンネル工事 H28.6.22
福島県いわき市小
川町上小川字沼

①本工事におけるトンネルの地山安定と覆工コンクリートの品質保持及び耐久性確保につい
て配慮すべき事項 ②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

2 国道１０６号　茂市トンネル工事 H28.7.22 岩手県宮古市茂市
①本工事におけるトンネルの地山安定と覆工コンクリートの品質保持及び耐久性確保につい
て配慮すべき事項 ②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

3 国道４５号　萩牛地区道路工事 H28.9.6
岩手県下閉伊郡田
野畑村一の渡

①本工事におけるトンネルの地山安定と覆工コンクリートの品質保持及び耐久性確保につい
て配慮すべき事項 ② 本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

4 国道１０３号　青ぶな山トンネル避難坑工事 H28.9.26
青森県十和田市大
字奥瀬

①青ぶな山トンネル避難坑工事（延長3,949ｍ）におけるトンネルの地山安定について配慮
すべき事項 ②青ぶな山トンネル避難坑工事（延長3,949ｍ）における環境対策（土砂運搬）
及び安全管理について配慮すべき事項

東北
地整

北海道
開発局

H29.8.4
北海道亀田郡七飯
町

（ア）トンネルの長期耐久性及び品質向上を目的とした技術提案
（イ）安全対策に関する技術提案

１．（４）改正品確法の的確な運用 

②多様な入札方式の導入（一括審査方式の活用拡大） 

 一括審査方式は、参加資格要件等を共有化できる複数工事について、競争参加申込者からの技術

資料提出を１つとして、一括審査する方式であり、受発注者の負担軽減に効果が大きい。 

 一括審査方式の更なる活用のために、適用条件について、運用の拡大を図っていただきたい。 

⇒中国地整の取組みのように「一括審査方式の適用条件における運用の拡大」の全国展開を要望。 

 トンネル工事でみると、公告日の違いはあるものの技術提案は同様なものも多く、一括審査方式

のさらなる活用が期待される。 
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No. 工事名 公告日 工事場所 技術提案

5 国道１０６号　小山田地区道路工事 H28.11.7
岩手県宮古市小山
田から宮古市松山

①本工事における品質保持及び耐久性確保について配慮すべき事項
②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

6 県道吉間田滝根線　広瀬１号トンネル工事 H29.6.22
福島県いわき市川
前町小白井

①本工事における品質保持及び耐久性確保について配慮すべき事項
②本工事における環境対策及び安全管理について配慮すべき事項

7 国道１０６号　川井地区トンネル工事 H29.7.6 岩手県宮古市川井
①本工事における品質保持及び耐久性確保について配慮すべき事項
②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

8 国道106号与部沢トンネル工事 H29.9.28
岩手県宮古市平津
戸

①本工事における品質保持及び耐久性確保について配慮すべき事項
②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

9 国道７号　小繋トンネル工事 H29.11.7
秋田県能代市二ツ
井町小繋

①本工事における品質保持及び耐久性確保について配慮すべき事項
②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

10 国道７号　大岩川トンネル工事 H29.11.17
山形県鶴岡市小岩
川

①本工事における品質保持及び耐久性確保について配慮すべき事項
②本工事におけるトンネル内作業時の安全管理について配慮すべき事項

1 国道２８９号１号トンネル他工事 H28.9.20 新潟県三条市

(a) インバートの確実な施工の工夫について
(b) 起点側坑口部の確実な施工の工夫について
(c) 覆工コンクリートの品質確保の工夫について
(d) 配置予定技術者のヒアリング
・技術提案の理解度、施工上配慮すべき事項の適切性

2 Ｈ２８ー３１朝日温海道路　１号トンネル工事 H28.9.20 新潟県村上市

(a) 断層破砕帯区間の確実な施工の工夫について
(b) 防水工の機能確保の工夫について
(c) 覆工コンクリートの品質確保の工夫について
(d) 配置予定技術者のヒアリング
・技術提案の理解度、施工上配慮すべき事項の適切性

3 国道８号柏崎トンネル（山岳部）工事 H29.7.25 新潟県柏崎市

(a) トンネル掘削時に断面の安定確保を図るための工夫について
(b) 覆工の品質確保の工夫について
(c) 配置予定技術者のヒアリング
・技術提案の理解度、施工上配慮すべき事項の適切性

4 Ｈ２９ー３２金沢東環　月浦トンネル工事 H29.9.26 石川県金沢市

(a) トンネル掘削時の安定確保を図るための工夫について
(b) 覆工の品質確保の工夫について
(c) 配置予定技術者のヒアリング
・技術提案の理解度、施工上配慮すべき事項の適切性

関東
地整

1 Ｈ２８外郭放水路第３工区トンネル覆工工事 H28.12.22
埼玉県埼玉県春日
部市不動院野

(ｱ) 技術提案［VE提案］の項目として「二次覆工コンクリートの品質確保に対する具体的な
提案」 (ｲ) 工事全般の施工計画

1 平成28年度 42号尾鷲第４トンネル北部工事 H28.5.18 三重県尾鷲市南浦
「覆工コンクリートの品質向上対策」について
「トンネルの防水・導水対策」について

2 平成28 年度 三遠道路３号トンネル東栄地区工事

3 平成28 年度 三遠道路３号トンネル新城地区工事

4 平成28年度 19号桜沢トンネル工事 H28.10.26
長野県塩尻市贄川
～ 塩尻市宗賀

「覆工コンクリートの品質向上対策」
「地山状態を踏まえたトンネルの品質向上対策」

5 平成28 年度 23 号蒲郡ＢＰ豊沢トンネル工事 H28.11.24
愛知県豊川市御津
町豊沢

「覆工コンクリートの止水性向上対策」について
「トンネル掘削時における止水・導水対策」について

6
平成29 年度 河津下田道路河津トンネル逆川地区
工事

H29.4.3
静岡県加茂郡河津
町小鍋～静岡県加
茂郡河津町逆川

「覆工コンクリートにおけるひび割れ抑制対策」
「地山状態を踏まえたトンネル支保工の品質向上対策」

7 平成29 年度 42 号尾鷲第４トンネル南部工事 H29.5.31 三重県尾鷲市南浦
「覆工コンクリートにおける打継部の品質向上対策」について
「地山の強度劣化を踏まえたトンネルの品質向上対策」について

8 平成29年度 東海環状広見トンネル工事 H29.9.4
岐阜県岐阜市三輪
～関市広見

「覆工コンクリート天端部のひび割れ対策」
「地山状況を踏まえたトンネル支保工の品質向上対策」

9 平成29年度 東海環状岐阜山県第一トンネル工事 H29.9.4
岐阜県岐阜市城田
寺

「覆工・インバートコンクリート打継部の止水性向上対策」
「低土被り部及び破砕帯部におけるトンネル支保工の品質向上対策」

1 大野油坂道路荒島第１トンネル下唯野地区工事 H28.5.13
福井県福井県大野
市

（ア）トンネル中間部の破砕帯の位置及び性状把握のための工夫
（イ）覆工コンクリート（インバート・坑門工は除く。）の品質の確保、向上のための施工
方法の工夫とその効果

2 日高豊岡南道路藤井トンネル工事 H28.8.9
兵庫県兵庫県豊岡
市

（ア）一次支保工（No.133＋32.8から No.134＋50のＤ３ａ-Ｓ及びＤ３ａ区間）における
施工方法の工夫とその効果 （イ）覆工コンクリート（インバート・坑門工は除く。）の品質
の確保、向上のための施工方法の工夫とその効果

3 大野油坂道路荒島第１トンネル西勝原地区工事 H28.8.26
福井県福井県大野
市

（ア）トンネル中間部の断層破砕帯の位置及び性状把握のための工夫
（イ）覆工コンクリート（インバート・坑門工は除く。）の品質の確保、向上のための施工
方法の工夫とその効果

4 水海川導水トンネルＩ期工事 H28.9.30
福井県福井県今立
郡池田町

「トンネル部の断層・破砕帯の正確な位置確認及び岩質の性状把握に資する工夫とその効
果」及び「自由提案」

5 西脇北バイパス津万井トンネル工事 H29.5.12
兵庫県兵庫県西脇
市

（ア）地質特性、低土被り等に着目し、D3a区間における地山安定と覆工コンクリート（イ
ンバート・坑門工は除く。）の品質の確保、向上のための施工方法の工夫とその効果
（イ）住環境に配慮した環境対策の工夫とその効果

6 冠山峠道路第２号トンネル工事 H29.5.30
岐阜県岐阜県揖斐
郡揖斐川町

（ア）地質特性、湧水状況等に着目し、地山の正確な性状把握技術と、それに基づく地山安
定における施工方法の工夫とその効果
（イ）施工時期を考慮した覆工コンクリート（インバート・坑門工は除く。）のコンクリー
ト製造から打設・養生における品質の確保、向上のための施工方法の工夫とその効果

7 有田海南道路５号トンネル工事 H29.9.5
和歌山県和歌山県
海南市

（ア）地山の正確な性状把握技術と、それに基づく地山安定における施工方法の工夫とその
効果 （イ）住環境に配慮した環境対策の工夫とその効果

8 大野油坂道路荒島第２トンネル西勝原地区工事

9 大野油坂道路荒島第２トンネル下山地区工事

10 大野油坂道路新長野トンネル工事

（ア）効率・効果的な掘削方法（トンネル内での掘削土砂搬出方法を含む。）の工夫とその
効果（イ）施工時期を考慮した覆工コンクリート（インバート・坑門工は除く。）のコンク
リート製造から打設・養生における品質の確保、向上のための施工方法の工夫とその効果

近畿
地整

H29.10.17
福井県福井県大野
市

中部
地整

H28.9.30 愛知県新城市池場
「覆工コンクリートの品質向上対策」について
「トンネルの止水性向上対策」について

北陸
地整

東北
地整
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近畿
地整

11 大野油坂道路下山トンネル工事 H29.11.14
福井県福井県大野
市

（ア）地質特性、低土被り及び湧水等に着目した、Ｄ３ａ区間　L= 176ｍにおいて、地山安
定における有効な施工方法の工夫とその効果　（イ）Ｄ３ａ区間　L= 176ｍにおけるアーチ
部及びクラウン部に着目した覆工コンクリート（坑門工は除く。）の品質の確保、向上のた
めの施工方法の工夫とその効果

1 三隅・益田道路新木部トンネル工事
島根県益田市木部
町

2 三隅・益田道路古市場トンネル工事
島根県浜田市三隅
町古市場

3 出雲湖陵道路神西トンネル工事 H28.10.17
島根県出雲市東神
西町

①トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画
〇覆工コンクリートは、鉄筋コンクリート構造であるため、鉄筋の確実な施工
〇覆工コンクリートの品質向上を図るために適切な施工（打設及び締固め、養生）
〇鋼製支保工は、速やかに所定の位置へ正確に建込むよう施工に十分留意
〇構造物の品質向上を図るためインバートコンクリートの適切な施工（締固め又は養生）

4 静間仁摩道路宅野トンネル工事 H28.12.15
島根県大田市仁摩
町宅野

①トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画
〇覆工コンクリートの品質向上
〇鋼製支保工は、速やかに所定の位置へ正確に建込むよう施工に十分留意
〇吹付コンクリートの効果が確実に発揮されるよう施工に十分留意
〇所定の機能確保や効果発現を得られるよう防水工の施工に十分留意

5 静間仁摩道路五十猛トンネル工事 H29.5.11
島根県大田市五十
猛町

①トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画
〇覆工コンクリートの品質向上
〇鋼製支保工は、速やかに所定の位置へ正確に建込むよう施工に十分留意
〇吹付コンクリートの効果が確実に発揮されるよう施工に十分留意
〇覆工のひび割れの進展を抑制し、覆工変状に対する抵抗性、長期的安定性が確実に発揮さ
れるよう補強鉄筋の施工に十分留意

6 木原道路内畠トンネル工事
広島県三原市木原
町

7 三隅・益田道路土田トンネル工事
島根県益田市土田
町

1 平成２８ー３０年度　寺山トンネル工事
高知県高知県宿毛
市平田町中山

2 平成２８ー２９年度　和田トンネル工事
高知県高知県宿毛
市和田

3
平成２９ー３０年度鹿野川ダムトンネル洪水吐新
設（その３）工事

H29.1.30
愛媛県愛媛県大洲
市肱川町山鳥坂

ａ「流入水路部における品質確保および安全確保」に関する技術提案
ｂ「減勢工部における品質確保」に関する技術提案

4 平成２９ー３１年度　五台山トンネル工事 H29.7.24
高知県高知県高知
市高須

＜1次審査＞支保工の品質確保
＜二次審査＞覆工コンクリートの品質確保

5 平成２９ー３２年度　見の越トンネル工事 H29.10.12
愛媛県大洲市肱川
町山鳥坂

＜1次審査＞覆工コンクリートの品質確保
＜2次審査＞現場施工時の配慮事項

6 平成２９ー３０年度　箸蔵第１トンネル工事 H29.11.8
徳島県徳島県三好
市池田町西山

1.「トンネル工の品質確保」に関する技術提案

1
熊本５７号災害復旧　二重峠トンネル（阿蘇工
区）工事

2
熊本５７号災害復旧　二重峠トンネル（大津工
区）工事

3 大分２１２号下屋形トンネル新設工事 H28.9.27
大分県大分県中津
市本耶馬渓町下屋
形

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

4 宮崎２２０号伊比井トンネル新設工事 H28.10.25
宮崎県宮崎県日南
市伊比井

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

5 大分２１０号災害復旧　市ノ村トンネル東工事

6 大分２１０号災害復旧　市ノ村トンネル西工事

7 長崎３４号新日見トンネル（下り線）新設工事 H29.5.16
長崎県長崎県長崎
市芒塚地先～長崎
市本河内

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

8 熊本３号小田代トンネル新設工事 H29.9.26
熊本県熊本県水俣
市長崎～水俣市月
浦

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

9 熊本５７号　滝室坂トンネル西新設（一期）工事
熊本県阿蘇市一の
宮町北坂梨

10 熊本５７号　滝室坂トンネル東新設（一期）工事
熊本県阿蘇市波野
大字小地野

11 熊本３号中尾山トンネル新設工事 H29.11.20
熊本県水俣市長野
町

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

九州
地整

H28.7.13 熊本県

1）技術協力業務の実施に関する提案
2）ＣⅡ及びＤⅠ支保パターン毎の掘削からロックボルト打設までの１００ｍ当たりの施工
日数及び経済性に関する提案
3）脆弱な地山（坑口部を除く）が出現した場合の施工上の課題及び対応策に関する提案

H28.11.16
大分県大分県日田
市天瀬町赤岩

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

H29.10.30

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③ 品質確保や向上
◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画
④ 施工上配慮すべき事項

中国
地整

H28.6.22

①トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画
〇覆工コンクリートの品質向上
〇鋼製支保工は、速やかに所定の位置へ正確に建込むよう施工に十分留意
〇防水工における防水機能又は排水機能を確保

H29.9.19

①トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画
〇トンネル掘削にあたっては、掘削面の凹凸や施工誤差等による余堀量を小さくするよう施
工に十分留意
〇鋼製支保工は速やかに所定の位置へ正確に建込むよう施工に十分留意
〇箱抜き部は、既存のロックボルトを考慮し、施工にあたっては十分留意
〇覆工コンクリートの品質向上

四国
地整

H28.10.3
＜1次審査＞覆工コンクリートの品質確保
＜2次審査＞支保工の品質確保
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２．（１）ＩＣＴ、ＣＩＭの全面的な活用 
 

 ＩＣＴ活用工事の試行拡大、大規模構造物工事における３次元設計（CIM）の適用拡大等、ICT、

CIM の全面的な活用に向けた取組みは着実に進んでいる。 

 試行拡大に伴う効果の検証や課題の検討などについては、国土交通省、各関係団体が参画する各

種委員会、協議会において、引き続き、実務に即した内容でフォローアップしていく必要がある。 
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１）機械式鉄筋定着工法ガイドライン    

⇒採用率は鉄筋コンクリート構造物全体で工事が 6%から 13％、業務が 11%から 22％と増加 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

２）機械式鉄筋継手工法ガイドライン 

⇒採用率は鉄筋コンクリート構造物全体で工事が 

13％、業務で 9％ （調査：平成 29 年 6 月～9 月） 

 

 

 

 

３）流動性を高めたコンクリートガイドライン 

 

２．（２）コンクリート工の生産性向上 

①現場打ちコンクリートの３ガイドラインの浸透 

 
 コンクリート構造物の生産性を向上させるため、施工効率の高い工法の活用が求められており、

「機械式鉄筋定着工法ガイドライン」（平成 28 年 7 月）、「機械式鉄筋継手工法ガイドライン」（平

成 29 年 3 月）、「流動性を高めたコンクリートガイドライン」（平成 29 年 3 月）がそれぞれ策

定されている。 

 現場での評価も良好である一方、統一した採用基準を求める意見も多い。このため３工法のガイドライ

ンに従い、採用基準の整備等の推進により設計段階からの採用徹底を図っていただきたい。なお、既発

注工事において採用されていない場合は、適切に設計変更を実施していただきたい。 

（国土交通省資料より） 

（国土交通省資料より） 

（国土交通省資料より） 

＜良かった点＞ 

• フックの重ね継手がなくなったことにより、過密配筋の解消によ

る施工性の向上およびコンクリートの充填性の向上が図れた。 

• かぶり不足が解消され、所定の位置に配筋。 

• 狭い箇所での施工が減少し、安全に施工可能。 

• コンクリート打設のホースが挿入可能。 

＜良かった点＞ 

• 作業員の技量や熟練度による品質のばらつきが少なく、目視で

性能が確認できることから、品質を確保しやすい。 

• 天候や有資格者による作業の制約（資格ではなく講習で施工可

能）がないため、圧接工の手配待ちもなく工程を確保しやすい。 

• 過密配筋に対して施工性の向上とコンクリート充填性を確保。 

• 火気を使用しないので安全性が向上。 

＜良かった点＞ 

• •生産性の向上に関しては、鉄筋量の多い構造物や配管がある

壁高欄などにおいて充填性が確保。 

• 作業性が向上した結果、これまでよりも少ない人員での作業が

可能（30%の現場より回答）。 

• 品質についても、充填性が向上したことにより改善（84%の現場

より回答）。 

12cm 

80 件 

84％ 
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＜国土交通省通達（Ｈ29.4.21 付） 

「予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成にあたっての留意事項について（依頼）」（抜粋）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 29 年 4 月の国土交通省通達により、予備設計段階等における現場打ちとプレキャスト（Ｐ

Ｃａ）の仮設費等を考慮した比較検討を実施するよう打ち出されたが、予備設計段階の取組みだ

けでは、既に設計が進み詳細設計段階や施工段階にある現場でのＰＣａ導入ができないため、即

効性に欠けることになる。また、現場ごとに試行錯誤が必要となり負担が大きいので、ＰＣａの

評価手法を標準化する必要がある。 

 平成 29 年 10 月の国土交通省の「コンクリート生産性向上検討協議会」において、一定規模以

下（ボックスカルバートの内空断面積 40m2 以下、擁壁の壁高 5ｍ以下）のプレキャスト製品の

活用を標準化する考えが示されており、その実効性を確保いただきたい。なお、その実効性を確

保するためには、具体的に積算基準の策定をはじめ、早期に活用するためのルール整備が必要。 

 工期等の制約のためＰＣａに工法変更された場合でも、「施工承諾」として、受注者の負担により

工期が守られている事例が見られる。施工段階においても、仮設費等を考慮してＰＣａの優位性

が確認できれば、迅速に設計変更に応じる方針を示す必要がある。 

予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成にあたっての留意事項（案） 

今後の現場作業における技能労働者の不足などに対応すべく、さらなる生産性の向上や、担い手確保の観点から作

業現場の安全性向上などのための環境改善が求められており、コンクリート構造物の構築にあたっても、それぞれの現

場条件等に応じて現場打ち、プレキャスト等それぞれのメリットを生かし、適材適所で活用して行く必要がある。 

このため、予備設計段階等におけるコンクリート構造物の比較案作成にあたっては、個々の現場条件に応じて、工期

等を考慮のうえ、以下に示すような項目について勘案する。また、これら以外の要素（工期短縮効果、安全性向上効果、

施工性、周辺交通に与える影響、詳細設計費、維持管理の容易性等）についても、比較計上が可能なものについては、

適宜計上のうえ比較すること。 

〈対象業務〉 

重要構造物や大型構造物等を対象とする予備設計業務（修正設計含む） 

※ただし、その他業務であっても以下の勘案する項目の比較が有効な場合は対象としてもよい。 

＜勘案する項目＞                                      ＜検討イメージ＞ 

・本体工事費 

・仮設工（足場工、土留工、水替工、雪寒施設工（冬期施工が 

想定される場合。雪寒仮囲い、等）等）に関する費用 

・（工期を踏まえた）交通管理工（交通誘導警備員等）に関する 

費用 

・残土処理工（残土等処分、等）に関する費用 

・構造物の詳細設計に関する費用 

・共通仮設費（比較対象ごとに異なる場合） 

 

２．（２）コンクリート工の生産性向上 

②プレキャスト（ＰＣａ）の導入促進 
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＜国土交通省「コンクリート生産性向上検討協議会」（Ｈ29.10.10）資料より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設計変更が認められず施工承諾でプレキャストを採用した事例＞ 

対象工事：インターチェンジ本体工事に伴う水路工（ボックスカルバート、内空断面積 4.5m2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 比較検討段階における積算方法を整理し、プレキャスト利用拡大 

① 直接費以外を含めたコスト比較による方法の整理 

⇒ 比較検討段階において、仮設費等（土留め工、水替え工、冬期施工時の雪寒仮囲いの削減など）を、

コスト比較に考慮すべき項目として整理 

⇒ コスト比較においては、ICT 土工と同様に 1.1 倍程度であれば、生産性向上の施策として積極的にプ

レキャスト製品を採用 

⇒ 市場規模や汎用性を踏まえ、ボックスカルバート及び擁壁工については、一定規模以下についてプレ

キャスト製品を採用 

（例） ・ボックスカルバート 内空断面積 40m2 以下 

・擁壁 壁高 5.0m 以下 

 製品別に、使用比率を考慮し、生産性の向上に資するターゲットの選定 

 コスト比較の目安（コスト 1.1 倍など）は、製品毎に総合的に判断 

【ボックスカルバート】 

・現状においては、約７０％程度がプレキャスト製品 

を採用している。 

・仮設費等を勘案した積算方法により、内空面積が 

約 40m2（8.0m×5.0m）程度までプレキャスト採 

用が見込める（コスト比 1.1 倍まで PCa 化にした 

想定で､約 20％増） 

 

現場打ち プレキャスト

水路Ａ（L=11.5m） 3,383千円 5,413千円

水路Ｂ（L=12.0m） 3,486千円 5,448千円

6,869千円 10,861千円
(1.00) (1 .58)

56千円×141日 56千円×105日

7,896千円 5,880千円

14千円×141日 14千円×105日

1,974千円 1,470千円

小計：② 9,870千円 7,350千円

16,739千円 18,211千円
(1.00) (1 .09)

141日 105日

34日 4日

小計：①

本体
工事費

プレキャストにより
工事完了を36日短縮

プレキャストにより
周辺他工事の遅延を防止

工期短縮効果

周辺交通に与える影響
（工事車両の通行止め期
間）

仮設費
等

水替工

土留工

合計：①＋②

●H29.4 の通達が出る前の工事であり、工期を守るために施工承諾でプレキャストを採用（設計変更は認められず）。 

 ⇒通達に基づき、比較検討すると、コスト比 1.09 倍（＜1.1）。 

今後、同様な工事は設計変更でプレキャストを採用すべき

ではないか。 
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１）国土交通省とＮＥＸＣＯのトンネル断面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）具体のプロジェクトでの取組み 

 あるプロジェクトの事例では１３の各トンネルの単独最小内空断面を整理した結果、監視員通

路マウントアップ 90cm となるＡ等級トンネルで 2区分、監査歩廊マウントアップ 25cm となる

Ｂ等級以下トンネルで２区分、計４区分に分類し、事業に着手。 

≪１号～１３号トンネルの断面の標準化検討≫（国土交通省資料より日建連作成） 

グループ 

（ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ） 

標準化グループ 

（断面積） 

Ａ等級 

（90 ㎝） 

Ａ１： ２本 【2・5 号】 

 （91.431 ㎡） 

Ａ２： ２本 【1・11 号】 

 （92.652 ㎡） 

Ｂ等級以下 

（25 ㎝） 

Ｂ１： ６本 【3・4・6・7・8・9 号】 

 （88.930 ㎡） 

Ｂ２： ３本 【10・12・13 号】 

 （90.269 ㎡） 

 

 

２．（２）コンクリート工の生産性向上 

③仕様の統一（全体最適に向けた標準化、規格化） 

 全体最適による効率的な設計施工を図るため、発注者毎に異なる構造形状、仕様の統一を図って

いただきたい。その第一歩として、トンネル断面の標準化に向けてプロジェクト単位での断面の

標準化に取り組むことにより、セントルの共有化、詳細設計の簡素化、さらには施工管理での一部

プロセスの標準化やセントル汎用化による製品コストの低減などの効果が期待できる。 

 現在、あるプロジェクトにおいて、諸条件に応じて幾つかのグループに分けて、トンネル断面の

標準化の試みが検討されている。他のプロジェクトにおいても全体最適の考え方に基づき、トン

ネル断面の標準化など、規格の標準化に取り組む必要がある。 

Ａ等級：４本 【1・2・5・11 号】 

（断面積 92.652 ㎡） 

Ｂ等級：９本 【3・4・6・7・8・9・10・12・13 号】 

（断面積 90.269 ㎡） 

日建連提案 

■ さらなる断面の標準化を考え、マウントアップ高さ 90cm で１断面、25cm で１断面、２つのグループに標準化することを

提案。（提案断面は、各グループの最も内空断面積の大きいトンネル断面） 

 

更なる標準化を提案 
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＜新技術を導入しやすい入札契約制度（日建連提案例）＞ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新技術の導入は、コスト負担が大きいことから、受注者の負担を軽減する「新技術導入促進（Ⅱ）

型」への期待が大きく、積極的な試行拡大が必要。 

 民間により開発された新技術を積極的に活用し、さらなる技術研究開発意欲を促進するため、調

査設計段階からの新技術の採用、新技術導入後の付加費用に対する柔軟な設計変更対応、インセ

ンティブの付与等の環境整備が必要。 

 

２．（３）新技術等の導入環境の整備 

 ①新技術導入促進型総合評価方式の試行拡大 
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 生産性向上に資する既存技術の採用を促進するための入札契約方式についても、国土交通省の

「総合評価検討懇談会」において検討が始められている。しかしながら、コスト負担の軽減につ

いては、言及されていない。 

 新技術の導入に向けた取組みを踏まえ、生産性向上に資する既存技術を評価する仕組みも検討が

必要。 
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１）所定外労働時間の現状 （日建協：2017 時短アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業、とりわけ現場における時間外労働が課題であるが、近年、大きく改善に向かっている。 

 政府による「働き方改革実行計画」により、建設業においては、改正労働基準法の施行から５年

後に罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されるが、日建連としては改正法が適用されるまで

の間に時間外労働の削減に段階的に取り組んでいくこととしている。（平成 29 年 9 月理事会決

定） 

改正法の上限規制の特例（建設業適用）   年 720 時間以内、2.3.4.5.6 カ月平均 80 時間以内、月 100 時間未満 

日建連：自主規制 

   2019 年 3 月まで 月 100 時間未満 

2022 年 3 月まで 年間 960 時間以内、6 カ月平均 80 時間以内、月 100 時間未満 

2024 年 3 月まで 年間 840 時間以内、4.5.6 カ月平均 80 時間以内、月 100 時間未満 

2024 年 4 月～  年間 720 時間以内 

２．（４）業務の効率化推進 

○現場の技術者の長時間労働の現状 

外勤 

外勤土木 外勤建築 
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■書類の簡素化の取組み（中部地整の事例） 

 

    

                       

 

      

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 国土交通省は、平成 27 年 3 月20 日付けで、事前協議による紙と電子による書類の二重作成防止及

び、事前協議した書類以外は評価しない旨を通知した。また、中部地整では平成 28 年 7 月に、特記

仕様書の一部改訂するとともに土木工事書類作成提出要領を改定した。これらの改定により、提出す

べき書類は減っているものの、実際には受注者は多くの書類を作成しているため、書類そのものの必

要性を点検し、書類作成自体を減らすことを検討しており、この取組みを全国展開することが必要。 

 

２．（４）業務の効率化推進 

①提出書類の削減・簡素化（書類作成の削減） 

従前の検査での持込： 約 4.1m 

H27.3.20付通知・二重納品防止： 2.0m 

H28.7特記一部改訂：削減イメージ 1.0m 

更に、書類の作成 

そのものが不要な書類

を点検 

提出不要になったが、
作成は必要  

(提示が必要） 

←作成そのものが不要な書類がないかを点検→ 

作成そのものを 

不要へ 

1.0m 

書類の作成が 

多い。。。 

この書類は必要

なのかな。。。 

提出する書類は減ったけれど、 

提示を求められた時に備えて、書

類をわざわざ作り込まなくてはいけ

ないのかな。。。 

残業が。。。 

   休日が。。。 

平成 30 年度は、共通仕様書の改訂

に向けた取組みを進める。 
 
また、国土交通省では、工事関係書

類の１割削減を目標としている。 
 

提示の定義 
(要件を満たしていれば、 

姿形を問わない) 

1.0m 
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１） 国土交通省の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「書類の標準化」の取組みについて、国土交通省と連携している自治体（H30.4日建連調査） 

地区 自治体 

北海道 北海道 

東北 青森県 

関東 埼玉県 

北陸 新潟県・富山県・石川県 

中部 愛知県 

関西 和歌山県・京都府・奈良県・神戸市 

中国 広島県 

四国 愛媛県 

九州 
九州７県、 

福岡・北九州・熊本の各市 

 

 中部地整では、愛知県と工事書類の標準化を図り、54％の書類で統一化を進めている。 

⇒自治体との工事書類の標準化の取組みを全国展開していただきたい。 

 

２．（４）業務の効率化推進 

①提出書類の削減・簡素化（書類の標準化） 
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○ＡＳＰの運用ルール化（関東地整中部横断自動車道上野橋上部工事での取組み事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出書類の管理表（詳細のフォルダ構成、提出媒体）】

○
電子

□
紙

△
納品他

27 工事測量結果
（設計図書との照合）
（設計図書と一致）

書類-27　〇　【提出】
　工事測量結果
　（設計図書との整合）

○

28 施工体制台帳

29 施工体系図

30 工事打合せ簿(指示） 書類-30　〇　【指示】
　工事打合せ簿（指示）

様式-9 ○

31 工事打合せ簿(協議） 書類-31　〇　【協議】
　工事打合せ簿（協議）

様式-9 ○

32 工事打合せ簿(承諾） 書類-32　〇　【承諾】
　工事打合せ簿（承諾）

様式-9 ○

33 工事打合せ簿(提出） 書類-33　○　【提出】
　工事打合せ簿（提出）

様式-9 ○

34 工事打合せ簿(報告） 書類-34　〇　【報告】
　工事打合せ簿（報告）

様式-9 ○

35 工事打合せ簿(通知） 書類-35　〇　【通知】
　工事打合せ簿（通知）

様式-9 ○

36 関係機関協議資料
（許可後の資料）

書類-36　〇　【提示】
　関係機関協議資料（許可後）

○

37 近隣協議資料 書類-37　〇　（提出）
　近隣協議資料

○

様式
媒体

工事着手前　工事書類

書類-28　〇　【提出】
施工体制台帳・体系図

土木工事書類作成マニュアル
番号・書類名称

フォルダ名

様式-8 ○

施工中　工事書類　施工管理

 情報共有システム（ＡＳＰ）での書類管理は、事前協議により書類の提出方法（電子又は紙）を

取り決め、そのうえで受注者側は労力を掛けて、書類の管理表やフォルダ構成、電子化の内容な

どを決定、その運用は現場毎でマチマチであり、ＡＳＰの効果的な活用がなされていない。 

 「土木工事書類作成マニュアル」や「特記仕様書」に基づき、提出すべき書類、詳細なフォルダ

構成、書類様式の指定など、細部まで運用ルール化することにより、書類の作成・管理の標準化

が図られ、現場業務の効率化への期待が大きい。 

２．（４）業務の効率化推進 

①提出書類の削減・簡素化（情報共有システム（ＡＳＰ）の運用ルール化） 

　　媒体

○

電子

41 確認・立会依頼願 書類-41　○　【提出】
　確認・立会依頼願

様式-12 ○

42 休日・夜間作業届
該当なし

43 安全教育訓練実施資料 書類-43　〇　【提示】
　安全教育訓練実施資料

○

44 工事事故速報

45 工事事故報告書

46 工事履行報告書 書類-46　〇　【提出】
　工事履行報告書

様式-14 ○

47 実施工程表
別途保管

48 出来形管理図表 書類-78　〇　【提出】
　出来形管理図表

○

番号・書類名称 フォルダ名 様式

施工中　工事書類　工程管理

施工中　工事書類　出来形管理

施工中　工事書類　安全管理

○
電子

□
紙

△
納品他

74 発生土 特記-74-2　○　【指示】
　補強土壁発生土の運搬先 ○

特記-76-2　○　【指示】
　埋戻土の位置

--- ○

特記-76-2　○　【指示】
　埋戻土採取の位置

--- ○

77 建設発生土の受入地
特記-77-1　○　【提出】
　建設発生土搬出のお知らせ

別紙様式-8 ○

89 ＰＣ鋼材等
特記-89-1　○　【協議】
　PC鋼材の構造変更

--- ○

特記-89-2　○　【承諾】
　PC定着具の構造

--- ○

特記-91-3　○　【協議】
　柱頭部底型枠（埋設型枠）

--- ○

特記-91-4　○　【協議】
　タワークレーン基礎の構造

--- ○

特記-91-5　○　【協議】
　受電設備

--- ○

特記仕様書
条　名

フォルダ名 様式
媒体

第８章　コンクリート橋上部

91 架設工

第６章　土工

76 採取土

「土木工事書類作成マニュアル」や「特記仕様書」に基づき、作成書類の管理表、登録フォルダ、書類

様式等を取り決め、情報共有システム（ＡＳＰ）を効果的に活用 

ＡＳＰの運用ルール化による効果（期待） 

・提出書類の管理の標準化 

・書類様式の標準化 

業務の効率化に 

効果大 
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 情報共有システム（ASP）のフォルダ構成が電子検査に対応する体系となっていないため、紙と

電子による書類の二重提出が課題となっている。 

 近畿地整では、ASP に検査項目と整合したフォルダを追加し、円滑な電子検査（ペーパーレス

化）を試行されており、この取組みを全国展開していただきたい。 

 さらに ASP から直接、国土交通省が管理する保管管理システムに納品データを登録する仕組み

（オンライン電子納品システム）を構築していくことが必要。 

２．（４）業務の効率化推進 

①提出書類の削減・簡素化 

（情報共有システム（ＡＳＰ）の活用による電子検査とオンライン電子納品） 

＜ASP に求められる新機能＞ 

 ASPに登録した書類を電子検査フォルダに自動分類される機能 

 ASPから国土交通省が管理する保管管理システムに納品データを登録する機能 

・工事履行確認に必要な関連書類を受

注者独自の判断によるフォルダ構成

で整理。 

・検査・納品時には、発注者側の工事検

査や電子納品形式にデータを再整理

し、CD-ROM 等の媒体に書き込んで納

品。 

【従 来】 

【今回提案】 

ASPの運用ルール化と合わせ、 

従来の 50％の業務削減が可能！ 

発注者の様式に合わせ

た再整理業務が必要 

納品に当たり、別途提出

媒体の作成が必要 

書類の自動分類機能により、

再整理業務の時間が削減！ 

ASPから直接納品が可能にな

るため、電子納品データメデ

ィアの作成やレーベル印刷等

の労力が大幅に削減！ 
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【従来】 

 

【今回提案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施工途中の各段階において、必要となる立ち合いについて、監督員がタイミングよく現場に臨場

することが困難であり、施工者側での待ちが生じている事例が多い。また、立会時には作業を停

止し、人員を確保して対応しており、その準備を含め、労力と時間を要している。 

 「Wｅｂカメラ等の通信機能」「写真や動画データによる画像確認」などを活用し、監督員等が臨

場しなくても確認できるよう、品質管理基準や土木工事写真管理基準等、現行の基準類の見直し

が必要。 

 国土交通省では 12 工事で試行を進めているが、対象工種の拡大を図るとともに、上位ランクへ

の試行の拡大を要望。 

２．（４）業務の効率化推進 

②ＩＣＴ等を活用した業務の効率化 

（Ｗｅｂカメラ等による品質管理や写真管理の簡素化） 

 

従来は立ち会い検査時に監督官の臨場について

はスケジュール調整などに時間がかかり、また、

複数監督している監督官との時間調整が難しい

ため、立ち会い作業が非効率となっている。 

一度立ち会いが延びるとその準備や段取りにか

かる時間がムダになる。 

【例】（一回の立ち会いにかかる時間） 

事前準備＋関係者移動時間＋立ち会い説明＋写

真撮影で平均すると 2～3時間かかる。 

インターネットを利用し

た画像・動画の電送は既に

一般的な技術となってお

り、また、画像・動画の高

精度化により、細部を鮮明

に映すことが可能である

ため、従来の様な立ち会い

検査による状況に置き換

えることが十分に可能で

ある。 

さらに、位置情報は GPSと

キャリア電波網の中で特

定が可能であるため、測位

情報と画像・動画を組み合

わせることで立ち会い検

査の効率化時間短縮を図

ることが可能である。 
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 現在、配筋検査写真については、配筋径毎に色つきカプラーをセットし、スケールを当てて計測

を行っており、現場の大きな負担となっている。 

 写真撮影後に電子マーカーや電子スケールを付加することで、従来検査と同じ判断が出来る技術

が存在しているが、現行の「デジタル写真管理情報基準」では改ざんと見なされるため、新たな

基準や運用方法の改善を検討する必要がある。 

 昨年、この課題解決の足掛かりとして、電子小黒板の運用が開始された。これを配筋検査写真に

も適用拡大することで業務改善を図りたい。また、打設前の型枠寸法や出来形検測にも活用拡大

が期待できる。 

・従来の品質確保を担保しながら、配筋写真から鉄筋径を自動認識し、電子マーカー等の設定も不要にな

るため、配筋検査を行うための準備時間も短縮される。 

 

 
＜配筋検査準備作業＞ 

１）配筋径毎に目印（色つきカプラー）を設置 

２）スケール配置（ピッチがわかるように配置する） 

３）黒板を設置 

４）豆図を手書き 

 

・配筋写真上に鉄筋径の電子マーカー

を入力し、電子画面上で計測するこ

とで、配筋検査の事前準備時間を 

５０％削減できる。 

 

【従 来】 

【今回提案】 

【最終提案】 

＜解決に向けた課題＞ 

１） 電子マーカー付きデジタル写真の

信憑性チェックシステムの構築 

２） 電子スケールの規格策定と承認 

  

２．（４）業務の効率化推進 

②ＩＣＴ等を活用した業務の効率化（配筋検査写真撮影業務の省力化） 
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１）コンクリート工事フロー 

・ 生コンの「練混ぜ」から「打

込み」までの流れを見ると、

製造管理は生コン伝票、施

工管理は野帳、いずれも

「紙」で管理されている。 

・ 生コンは打込みまでの時間

経過が品質に大きく影響す

ることから、電子情報によ

り常時何処からも確認可能

な「連続管理」が理想。 

 

 

２）生コン情報の電子化（提案） 

 

 

 

 

 

 生コン情報の電子化により、工場から打設に至る出荷状況や打設状況の見える化により、新鮮な

生コンの供給による品質向上、生コンロスの最少化や帳票作成業務の削減による生産性向上の効

果が大きい。また発注者もリアルタイムで情報を確認でき、監督・検査業務の省力化にもつなが

ることが期待される。 

 日建連では、全国生コンクリート工業組合連合会と連携し、試行を通じて、工場側、施工者側そ

れぞれのシステムの問題、共有サーバーの運用管理などの課題の把握や、待機車数、戻りコン数

量、残業時間などから効果を確認するなど、全面導入に向けた検証を行いたく、発注者におかれ

ても、試行工事における効果を検証していただきたい。 

２．（４）業務の効率化推進 

②ＩＣＴ等を活用した業務の効率化（生コン情報の電子化） 
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＜改善例（日建連案）＞ 

基準名 
現行の規定（工種、試験項目、試

験方法、規格値、試験基準 等） 
改善案 簡素化や効率化の効果 

品質管理 

工種：トンネル覆工コンクリート 

試験項目：ひび割れ調査 

試験方法：スケールによる計測 

規格値：0.2mm 

「トンネル覆工点検システム」等

の 画像精度の向上により、人力

での点検（目視）以上精度確保が

可能 であることから、スケール

による計測を求めない。 

従来の人力での点検（目視）と比

較し、大幅な省力化が可能とな

る。 

工種：土工 

試験項目：締固め管理 

試験方法：RI試験 

規格値：管理対象の規格 

振動ローラによる締固め密度管

理を IoT 化することで得られる

リアルタイムの連続データを活

用 する。これにより、現行の RI

試験の基準で定められている 1

日 1 層、管理面積 1500 ㎡を求め

ない。 

人力での検査のためにかかる時

間と検査時の天候による影響が

なくなり、施工とほぼ同時に取得

できるデータで検査が可能とな

る。 

工種：生コンクリート 

試験項目：圧縮強度 

試験方法：試験室立ち会い 

規格値：σ7は 3個、σ28は 3個 

インターネットを利用し、試験室

の画像や圧縮機のメモリ、供試体

の画像・動画等を活用 すること

で、立ち会い検査を求めない。 

従来は立ち会い検査のために、検

査室まで受発注者が出向き、試験

状況を確認しているが、関係者が

一堂に会することなく、インター

ネット上で試験結果の確認を行

うことで、検査にかかる時間を大

幅に短縮することが可能となる。 

※１．上記の提案は、ICTや IoTを活用した品質管理基準の一事例である。 

※２．検査手法に ICTや IoTを積極的に活用するため、現行の品質管理手法と検査監督業務のすべてを総点検 するとともに、

インターネットあるいは電子データを通じた新しい検査監督業務への転換を提案するものである。 

 

 現行の基準類が求める試験や検査・確認方法、あるいは基準値、頻度等については、ICT や IoT など

の新技術の発達、普及が見られる以前に確立されたものもあり、今後はこれらの新技術を活用するこ

とにより、業務の簡素化・効率化を図ることが期待できる。 

 提案事例と同様な改善の可能性を顕在化させるため、現行の基準類の総点検を行い、監督・検査業務

の合理化による施工現場の生産性向上と週休二日の確保に繋げる必要がある。 

 併せて、基準類改定の成果を浸透させるため、使用可能となる新技術の経費についても適切に各発注

機関の積算基準へ反映させる必要がある。 

  

２．（４）業務の効率化推進 

②ＩＣＴ等を活用した業務の効率化 

（監督・検査業務の合理化に向けた現行基準類の総点検） 
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≪国土交通省通達（Ｈ29.11）「ＩＳＯ9001活用モデル工事の試行について」（抜粋）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

＜受注者の期待されるメリット＞ 

 アンケート結果では、現場の条件確認以外については、受注者の責任によるＩＳＯマネジメントを適

切に実行することにより、受発注者間で臨場における要員と費用をかける必要がなくなるため、時短に

繋がることが想定される。 

  

人 時間
状況確認のための立会（地質変状況化時の条件確認）【3件】 4.5 4.1
使用材料の適合確認（品質管理）　【9件】 2.9 2.1
出来形確認（出来形管理）　【17件】 2.9 2.3
コンクリート・盛土（品質管理）　【4件】 1.4 1.4

■アンケート結果：一般工事における1回当り必要な要員及び時間　　　【】は事例数
元請及び協力業者

【国土交通省資料より】 

 

＜受注者側のメリット＞ 

① ＩＳＯ9001（品質マネジメントシス

テム）の適用による自主検査で、臨

場等発注者との日程調整が不要 

 

② 第三者機関の監査により、中間技術

検査の減免が可能 

 国土交通省では、受注者の品質マネジメントシステム（ＩＳＯ9001）の活用を通じた監督・検

査業務の更なる充実を図ることとしている。ＩＳＯデータの活用により監督業務の一部を受注者

の検査記録の確認に置き換え、工事の品質確保と事業実施の効率化が期待されている。 

 ＩＳＯ9001 活用モデル工事の試行に当たっては、既存のＩＳＯデータが有効に活用され、中間

技術検査の免除など、結果として施工業者の負担軽減に繋がるよう、試行工事の実施状況をフォ

ローしながら必要な改善を図っていただきたい。 

２．（４）業務の効率化推進 

③ＩＳＯの活用による受発注者の負担軽減 

国官技第１９４号 
平成２９年１１月１５日 

各地方整備局 企画部長 殿 
北海道開発局 事業振興部長 殿 
内閣府沖縄総合事務局 開発建設部長 殿 

国土交通省大臣官房技術調査課長 

ＩＳＯ９００１活用モデル工事の試行について 
 

公共工事の更なる品質向上と監督業務の効率化を図るものとして、企業におけるＩＳＯ９００１認証に基づ

く品質マネジメントシステムを活用したモデル工事の試行について、別紙「ＩＳＯ９００１活用モデル工事の

試行について」に基づき実施されたく通知する。 
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１．包括協定の締結状況 

支部名 締結先 締結日（状況） 

北海道  － 

東 北 
【8機関】 

東北地整、東北地整管内 6県、仙台市 

2007（平成 19）/2/19 

関 東 

【20機関】 

関東地整、関東地整管内 9都県、5政令市、 

NEXCO 東日本、首都高速、水資源機構 

NEXCO 中日本（東京支社、八王子支社） 

2018（平成 30）/3/28 

北 陸  既存協定で対応 

中 部 
【9機関】 

中部地整、中部地整管内 5県、3政令市 

2014（平成 26）/12/15  

関 西 

【18機関】 

近畿地整、近畿地整管内 7 府県、4 政令市、水資源機構、

NEXCO 中日本、NEXCO西日本、本四高速、阪神高速 

2017（平成 29）/2/20  

中 国 
【8機関】 

中国地整、中国地整管内 5県、2政令市 

2016（平成 28）/3/29 

四 国  既存協定で対応 

九 州  既存協定で対応 

※ 北陸、四国、九州の各地整においては、締結済の地整と日建連支部との協定において、地方公共団体

から災害対応要請があれば地整を窓口に対応することとなっているため、既存協定で対応。 

※ 北海道開発局については、包括協定に関する具体的な動きを確認していない。 

 

２．包括協定の実効性を確保するために 

包括協定の実効性を確保するためには、締結先である各機関との連携強化が不可欠であり、以下の諸

点に関して理解を深めていくことが重要である。 

1) 既存の災害協定との関係（災害規模に応じた対応の優先順位など） 

2) 包括協定を初めて締結した機関との関係（被災範囲は県内に止まるが日建連会員企業に対応を依頼

したい場合、県内業者との棲み分けなど） 

3) 包括協定に基づく対応の円滑化に向けた取組み（報告や要請に係る様式の統一、情報伝達訓練など

を通じた確認など） 

 地整の働きかけによって「災害時における包括協定」の締結が着々と進んでいる。 

 今後はこの包括協定の実効性を確保するため、①既存協定との関係②今回初めて締結する機関と

の関係③包括協定の対応円滑化に向けた取組み――など、相互に理解を深める必要がある。 

３．災害対応力の強化 

１．災害時における包括協定 
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ガイドライ
ンページ数

項目 改善方策・提案

3
1-2　入札契約方式の
選定の基本的な考え方

被災地において施工中の一般工事について、緊急性のないものは一時中
止とし、災害復旧工事に対応できるようにする。

地元企業も被災者である場合が少なくなく、すぐに動けない場合もある
ため、地元企業優先発注のみに縛られるのではなく、近隣で施工中の県
外企業にも発注できるようにしておいたほうがよい。

透明性確保の一つとして、事後精算に関するマニュアルも整備しておく
べきである。

契約書は早期に締結していただきたい。

受注後、工事が中断した場合は一時中止命令や、適切な経費の手当てを
してほしい。地方公共団体へ国から指導をしてほしい。

被災地の地方公共団体が災害協定に基づく支援を要請しても、やりやす
い地域を優先され、余震の続く危険な地域は後回しにされていた事例も
見受けられた。災害協定のみに拘束されるのも問題であり、すぐに対応
できる企業にも発注できるようにしておくべきである。

5 1-2-3 通常の方式
迅速な対応のため、総合評価は実績や施工体制のみとし、技術提案は求
めなくてもよいのではないか。

緊急性があるため詳細な設計を待って着工するわけにはいかない場合も
多く、工事内容や工期延長に伴う経費等、変更に対する柔軟な対応が必
要である。

設計変更額が膨らみ、等級別の上限額を超えた場合、変更が認められな
いケースがあった。

国の複数の機関、県、市町村の膨大な災害復旧工事が短期間に同時に発
注され、技術者不足や資機材の高騰をまねく。工事内容の優先度の判断
や発注機関の間で発注スケジュールの協議が必要である。

7 1-3-2 一括審査
一次審査の評価項目のうち「地域精通度」が最も大きなウェイトを占め
ていたため、限られた数の地元企業とＪＶを組めたＪＶしか一次審査を
通過できないようになっていた。

地元のみの連合体を形成し、県外とはどこの地元企業も組まない事例が
よく見受けられる。

市町村内に主たる営業所を有する企業だけでなく、県内に営業所を有す
る企業も地元精通度では遜色ないと思われる。

11 1-3-5 事業促進PPP等
事業促進ＰＰＰは有効であるが、多大な人的資源が必要となるため、そ
れに見合ったインセンティブが必要である。

12
1-3-5 技術提案・交渉
方式

早期の復旧のためには設計施工一括やＥＣＩ方式の活用が必要である。

13
2　地方公共団体との
連携等

地方公共団体発注工事でも国が柔軟に代行発注できるようにするべきで
ある。

1-3-3 担い手の確保

6 1-3-1 不調・不落対策

4 1-2-1 随意契約

8

 国土交通省が平成 29 年 7 月に策定した「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」

については、過去の災害事例から以下の点を踏まえて、入札契約の手続き等を進めていただきた

い。 

３．災害対応力の強化 

２．災害に備えた新しい入札契約制度の検討 
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支部 現場名 発注者／受注者 実施日 見学者

北海道 北海道新幹線　渡島トンネル（天狗）工事

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援

機構／鉄建・アイサワ・西江・北土

ＪＶ

10月19日
参加者：函館工業高校

参加人数：50名

東北 仙台医療センター建替等整備工事
（独）国立病院機構仙台医療セン

ター／熊谷組・加賀田組JV
1月29日

参加者：東北大学　建築専攻3年生

参加人数：55名

関東 相鉄・東急直通線新横浜地下鉄交差部土木工事
横浜市交通局／鹿島・鉄建・不動

テトラ・NB建設JV

関東 大師線連続立体交差事業第三工区土木工事 川崎市／鹿島・西松・大豊JV

北陸 市野新田ダム建設工事 北陸農政局／㈱フジタ

北陸 エコパークいずもざき第３期最終処分場建設工事
新潟県環境保全事業団／大成・福

田・中越特定JV

北陸 次期廃棄物埋立場埋立地整備工事 金沢市／前田建設工業㈱

北陸 手取川橋梁工事

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援

機構大阪支社／清水・川田・豊蔵・

表JV

中部 新丸山ダム転流工事
国土交通省中部地方整備局／前

田建設工業㈱
11月8日

参加者：岐阜大学　工学部

参加人数：64名

中部
新名神高速道路

（午前：菰野工事、午後：水沢北工事）

中日本高速道路㈱名古屋支社／

午前：フジタ、午後：大林組
11月29日

参加者：名古屋大学　工学部

参加人数：36名

中部 豊田岡崎地区東工区整地工事その1、2、3 愛知県企業庁／清水・名工・他ＪＶ 12月8日
参加者：中部大学　工学部

参加人数：57名

関西 阪神高速大和川線　常盤工区 阪神高速道路㈱／鹿島・飛島JV 10月11日
参加者：摂南大学　理工学部環境工学科

参加人数：13名

中国 平瀬ダム建設工事

山口県／清水建設・五洋建設・井

森工業・ナルキ特定建設工事企業

体

11月17日
参加者：広島工業大学　環境土木工学科2年生

参加人数：89名

四国
平成29-30年度　鹿野川ダムトンネル洪水吐新設(そ

の3)工事

国土交通省四国地方整備局／清

水建設㈱
11月29日

参加者：大洲農業高等学校　生産科学科1年生、愛媛大

学　大学院理工学研究科1年生、愛媛大学　工学部4回

生・3回生

参加人数：78名

九州 宮崎218号　平底トンネル新設工事
国土交通省九州地方整備局／前

田建設工業㈱
12月7日

参加者：延岡工業高等学校

参加人数：40名

平成２９年度　発注者と連携した現場見学会実施結果

3月1日
参加者：横浜国立大学

参加人数：19名

9月15日
参加者：長岡技術科学大学　修士1年生

参加人数：11名

9月29日
参加者：金沢大学　理工域環境デザイン学類2年生

参加人数：5名

 平成１４年度より「１００万人の市民現場見学会」と称して見学会を開催。平成２9 年１２月に

は、通算３００万人を達成した。今後、500 万人達成に向け、引き続き発注者と連携し、建設

業に対する国民の理解促進に努めていくので協力いただきたい。 

４．広報の強化 

１．発注者と連携した現場見学会の開催 
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巻 末 参 考 資 料 

平成 29 年度アンケート調査概要

① 「円滑な施工の確保に関する調査」（P.2、P.20、P.21、P.22、P.33-34、P.35-36、P.39）

実施時期：平成 29年 11月

調査対象：日建連 公共積算委員会構成会社 39社

有効回答：1,284 件

② 「週休二日試行工事に関する調査」（P.2、P.13-15、P.22、P.25）

実施時期：平成 30年 3月

調査対象：日建連 会員会社 国交省週休二日試行工事受注会社

有効回答：23 件

③ 「技能者の雇用と給与の実態に関する調査」（P.3、P.10-11、P.19）

実施時期：平成 29年 11月

調査対象：日建連 公共積算委員会及び工事管理部会構成会社 41社

有効回答：元請 350件、協力会社（技能労働者の雇用主）411件

④ 「週休二日手当の記載に関する調査」（P.12）

実施時期：平成 30年 1月

調査対象：日建連 公共契約委員会及び公共積算委員会構成会社 50社

有効回答：483 件

⑤ 「土木技術者の人数・年齢構成に関する調査」（P.28）

実施時期：平成 30年 2月

調査対象：日建連 公共工事委員会構成会社 43社

有効回答：43社

⑥ 「ＩＳＯ9001活用工事における実態調査（業務量の把握）」（P.63）

実施時期：平成 29年 9月

調査対象：日建連 工事管理部会構成会社 14社及び WG構成会社 1社

有効回答：22件

（平成３０年５月１８日 印刷）
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